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本
稿
の
目
的
は
、
江
戸
後
期
に
外
村
与
左
衛
門
家
と
な
ら
ん
で
近
江
商
人
の
双
璧
で
あ
っ
た
松
居
久
左
衛
門
家
の
蓄
積
の
過
程
と
理
念

を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
商
号
を
星ほ

し

久き
ゅ
うと
称
し
た
松
居
久
左
衛
門
家
に
関
し
て
は
、
全
体
的
な
経
営
史
に
つ
い
て
叙
述
さ
れ
た
江
頭
恒

治
著
『
星
久
二
百
二
十
五
年
小
史
』
が
あ
る
（
１
）。
星
久
が
近
江
国
神
崎
郡
位い
ん

田で

村
竜
田
を
本
宅
と
し
、
化
政
期
に
京
都
店
、
弘
化
年
間
に

一　
（
六
九
六
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大
坂
店
、
嘉
永
年
間
に
江
戸
に
支
店
を
構
え
、
そ
の
他
、
岩
代
の
福
島
や
上
州
高
崎
に
も
拠
点
を
置
い
て
商
勢
を
張
っ
た
こ
と
は
、
す
で

に
同
書
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
星
久
の
経
営
実
績
を
、
近
江
商
人
の
頂
点
に
上
り
詰
め
る
こ
と
の
で
き
た
経
営

理
念
を
考
察
す
る
限
り
に
お
い
て
必
要
な
純
資
産
の
蓄
積
過
程
に
限
定
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　

な
お
史
料
引
用
の
際
の
凡
例
は
、
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

・
原
文
に
は
適
宜
「
、」
を
付
し
た
。

　
　

・
漢
字
は
常
用
漢
字
を
用
い
た
。

　
　

・ 

か
な
は
、
現
行
の
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
に
改
め
た
が
、
江
（
え
）、
而
（
て
）、
〆
（
し
め
）、

（
よ
り
）
に
つ
い
て
は
も
と

の
字
体
の
ま
ま
と
し
た
。

　
　

・
誤
字
と
思
わ
れ
る
場
合
で
も
、
原
文
の
ま
ま
と
し
た
時
は
マ
マ
を
加
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　

一　

本
家
松
居
久
右
衛
門
家
に
つ
い
て

　

松
居
久
左
衛
門
家
は
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
近
江
国
神
崎
郡
位
田
村
の
松
居
久
右
衛
門
家
の
分
家
と
し
て
、
初
代
松
居
久
左
衛

門
淨
雲
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
。

　

久
左
衛
門
名
を
累
代
の
通
称
と
す
る
松
居
久
左
衛
門
家
の
事
績
を
語
る
前
に
、
本
家
の
初
代
久
右
衛
門
慶
心
、
俗
称
久
次
郎
に
つ
い
て

の
逸
話
を
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
さ
さ
や
か
な
農
業
を
営
ん
で
い
た
慶
心
は
、
四
六
歳
と
い
う
当
時
と
し
て
は
老
年
に
な
っ
て
も
、

持
下
り
商
い
を
志
し
、
籾
一
荷
を
銭
一
貫
文
に
換
え
て
国
産
の
編
笠
を
仕
入
れ
、
大
坂
を
経
由
し
て
播
州
に
下
向
し
た
。
以
下
に
記
す
事

二　
（
六
九
五
）
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柄
は
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
九
月
一
六
日
の
中
山
道
で
の
拾
得
物
を
め
ぐ
る
出
来
事
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
長
文
で
は
あ
る
が
、
松
居

家
一
統
の
家
風
を
偲
ぶ
史
料
な
の
で
、
全
文
を
掲
げ
よ
う
（
２
）。

　
　

本
本
家
先
祖
主
人
由
来
写

　
　
　
　
　

書
記
し
置
事

　
　
　

寛
文
四
甲
辰
年
九
月
十
六
日

　
　

一　

金
子
七
拾
三
両　
　

歩
金
也

　
　
　
　

外
ニ　

金
弐
両
弐
分　

道
中
遣
ひ
用

　
　
　
　
　
　
　

別
紙
ニ
包
置

　
　
　

 

右
は
袋
ニ
入
れ
置
、
江
州
武
佐
駅
立
ニ
而
、
鏡
山
守
山
の
間
ニ
小
堤
村
と
歟
申
村
端
水
に
休マ

マ足
し
、
右
袋
木
の
伐
株
江
乗
置
、
其

侭
に
忘
れ
置
、
頓
て
拾
丁
斗
行
思
ひ
出
し
、
誠
ニ
手
に
汗
を
握
り
四
五
丁
斗
も
走
帰
り
し
に
、
先
方

莚
包
壱
荷
に
な
ひ
、
彼

の
袋
を
棒
の
先
に
か
け
歩
み
来
る
人
あ
り
、
予
、
其
人
江
申
様
は
、
貴
公
は
何
方

何
方
江
御
越
ニ
候
哉
、
愚
僧
は
播
州
路
の

者
な
る
が
、
心
願
有
之　

多
賀
大
明
神
江
参
詣
い
た
し
只
今
下
向
の
砌
な
り
、
し
か
る
に
先
程
少
々
何
と
な
く
休
足
い
た
し
、
大

切
な
る
袋
を
失
念
致
し
、
今
思
ひ
出
し
た
ず
ね
に
帰
る
所
な
る
が
、
貴
様
の
棒
に
か
け
置
給
ふ
袋
こ
そ
愚
僧
忘
れ
置
し
袋
な
り
、

貴
様
拾
ひ
給
ひ
候
ハ
ヽ
何
卒
愚
僧
江
返
し
被
下
か
し
、
広
大
の
御
高
恩
と
申
候
処
、
右
の
人
答
申
候
は
、
成
程
此
袋
四
五
丁
跡
ニ

て
拾
ひ
候
、
御
僧
御
所
持
ニ
候
ハ
ヽ
御
返
進
可
申
け
れ
共
、
爰
は
途
中
の
事
、
今
晩
は
大
津
に
て
宿
い
た
し
宿
ニ
而
得
と
相
改
、

三　
（
六
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間
違
も
無
之
は
御
渡
し
可
申
由
被
申
呉
、
安
心
の
お
も
ひ
し
て
、
夫
よ
り
道
す
柄
行
方
越
路
を
咄
し
合
、
右
の
仁
咄
ニ
ハ
私
ハ
誠

に
貧
し
き
難
渋
も
の
に
て
、
大
坂

播
州
路
へ
当
国
の
産
物
イ
笠
を
持
参
、
渡
世
し
仕
候
、
貴
上
人
も
此
袋
無
之
に
而
は
御
難

義
御
尤
至
極
、
実
ニ
我
身
に
引
競
へ
御
察
申
な
り
、
宿
に
て
相
改
御
渡
可
申
、
御
心
易
か
る
へ
し
、
今
日
は
伏
見
江
罷
越
夜
船
ニ

て
大
坂
へ
可
参
積
り
ニ
候
へ
共
、
右
故
大
津
に
泊
る
へ
し
と
、
彼
是
す
る
内
大
津
宿
に
着
、
同
宿
い
た
し
、
扨
右
の
袋
の
中
品
も

の
可
被
仰
聞
と
被
申
、
則
予
御
論
旨
を
始
何
か
残
な
く
咄
申
候
所
、
致
都
合
候
ニ
付
其
侭
袋
返
し
被
呉
、
忝
な
さ
身
に
余
り
、
右

の
金
子
の
内
拾
両
取
出
し
御
礼
の
為
と
指
出
し
進
上
候
所
、
彼
仁
、
是
は
何
申
そ
、
御
礼
申
請
る
存
心
な
れ
は
拾
ひ
候
節
隠
し
置

候
へ
と
も
、
何
卒
し
て
其
主
江
戻
し
度
存
、
棒
の
先
に
懸
置
候
事
、
私
の
志
も
相
届
大
慶
に
候
由
被
申
候
故
、
夫
ニ
而
ハ
大
恩
報

せ
ん
様
も
な
し
、
是
非
と
押
返
し
右
金
子
指
出
し
候
処
、
中
々
以
取
得
す
、
左
様
思
食
候
ハ
ヽ
私
義
も
貧
家
に
て
難
渋
に
暮
し
候

へ
ハ
、
御
僧
の
御
申
な
れ
ば
、
只
私
家
子
孫
繁
昌
寿
命
長
久
の
御
祈
念
ニ
而
も
被
成
下
候
ハ
ヽ
無
此
上
仕
合
と
被
申
候
程
に
、
其

義
ハ
何

以
易
き
御
事
、
御
姓
名
承
り
度
と
尋
ケ
れ
は
、
江
州
神
崎
郡
衣
笠
山
麓
位
田
村
久
次
郎
と
申
今
年
四
十
六
歳
ニ
相
成

申
候
と
被
申
聞
候
ニ
付
、
則
右
御
祈
念
之
義
ハ
拙
僧
ハ
不
及
申
弟
子
共
八
人
有
之
候
間
、
右
御
返
報
の
た
め
永
代
護
摩
供
修
行
急

度
相
違
無
之
段
請
合
候
ヘ
バ
、
久
次
郎
殿
被
致
大
慶
候
、
事
余
り
不
思
議
の
因
縁
、
是
全
く
予　

兼
日
伊
勢
天
照
皇
太
神
宮
信
仰

の
事
故
、
則
御
祭
礼
の
日
に
当
テ
右
の
始
末
難
有
因
縁
ゆ
へ
、
此
一
巻
に
書
記
し
置
、
永
代
護
摩
供
可
致
修
行
者
也
云
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

播
州
赤
穂
沙
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
宮
寺
俊
恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
印
有

　
　
　
　
　
　
　

追
加

四　
（
六
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右
為
返
報
久
次
郎
殿
其
節
の
姿
絵
か
ゝ
せ
、
予
一
代
礼
拝
慕
敬
怠
た
ら
す
、
末
世
に
て
も
右
陰
徳
感
服
し
て
謹
而
礼
拝
尊

敬
す
へ
し

　
　
　
　
　
　
　

う
れ
し
さ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
置
亀
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
え
か
け
て

　
　
　
　
　
　
　

久
次
の
栄
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

守
ら
せ
給
へ

　
　
　
　
　
　

右
当
国
池
の
脇
村
長
寿
寺
と
申
寺
ニ
、
絵
姿
一
幅
右
の
通
り
の
書
物
御
座
候
、
右
仮
写
置

　

以
上
を
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
播
州
赤
穂
の
神
宮
寺
の
僧
俊
恵
は
、
寛
文
四
甲
辰
年
九
月
一
六
日
に
、

多
賀
大
社
に
参
詣
の
帰
途
、
中
山
道
の
野
洲
郡
小
堤
村
の
道
端
で
小
憩
し
た
。
そ
の
折
、
金
子
七
拾
三
両
と
外
に
旅
費
弐
両
弐
分
の
入
っ

た
袋
を
伐
り
株
の
上
に
の
せ
た
こ
と
を
失
念
し
て
出
立
し
、
一
〇
町
ほ
ど
行
き
過
ぎ
て
か
ら
思
い
出
し
、
倉
皇
と
し
て
立
ち
戻
る
途
中
に
、

天
秤
棒
の
先
に
件
の
袋
を
ぶ
ら
提
げ
た
久
次
郎
に
出
会
っ
た
。
袋
の
返
却
を
乞
う
た
と
こ
ろ
、
久
次
郎
は
伏
見
経
由
で
大
坂
へ
下
る
は
ず

で
あ
っ
た
旅
程
を
、
大
津
止
宿
に
変
更
す
る
旨
を
話
し
、
同
行
す
る
よ
う
に
俊
恵
に
伝
え
た
。
大
津
宿
で
袋
の
な
か
を
検
め
て
相
違
な
い

こ
と
を
確
認
の
う
え
で
、
久
次
郎
は
袋
を
俊
恵
に
返
却
し
た
。
俊
恵
は
、
感
謝
の
気
持
ち
と
し
て
一
〇
両
を
進
呈
し
よ
う
と
し
た
が
、
久

次
郎
は
固
辞
し
た
。
種
々
押
し
問
答
の
末
、
久
次
郎
は
身
元
を
明
か
し
、
子
孫
長
久
の
祈
念
を
頼
み
、
俊
恵
は
快
諾
し
た
。
そ
し
て
、
俊

恵
は
久
次
郎
の
正
直
と
清
廉
の
陰
徳
を
称
え
る
た
め
に
、
謝
恩
を
込
め
て
こ
の
一
文
を
草
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
伝
聞
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
俊
恵
の
手
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
の
で
、
内
容
の
確
度
は

五　
（
六
九
二
）
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高
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
逸
話
か
ら
次
の
よ
う
な
久
次
郎
に
つ
い
て
の
事
情
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
文

中
の
久
次
郎
は
、
自
分
自
身
を
貧
し
き
難
渋
者
と
称
し
、
大
坂
か
ら
播
州
路
へ
当
国
の
産
物
藺
笠
を
持
参
し
て
行
商
し
よ
う
と
し
て
い
る
、

四
六
歳
に
な
る
江
州
神
崎
郡
衣
笠
山
麓
位
田
村
の
久
次
郎
と
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
。
大
金
の
入
っ
た
袋
の
返
却
に
際
し
て
、
同
宿
の
上
で

確
認
後
に
返
金
す
る
思
慮
深
さ
を
も
っ
て
い
た
こ
と
。
貧
し
い
行
商
人
な
が
ら
、
金
銭
へ
の
欲
得
よ
り
も
落
と
し
主
の
困
惑
を
顧
慮
す
る

こ
と
が
で
き
、
な
お
か
つ
謝
礼
を
拒
絶
す
る
廉
直
な
人
柄
で
あ
っ
た
こ
と
。

　

貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
亡
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
久
右
衛
門
家
初
代
の
頃
の
店
卸
し
に
つ
い
て
は
、
未
詳
で
あ
る
（
３
）。
二
代
目
久
右

衛
門
淨
心
の
代
の
経
営
は
、
久
左
衛
門
家
の
延
享
三
年
の
「
書
出
帳
」
に
よ
っ
て
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
か
ら
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）

に
い
た
る
三
四
年
間
の
純
資
産
の
推
移
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
４
）。
そ
の
劈
頭
に
は
「
本
家
久
右
衛
門
殿
初
り

店

勘
定
之
写
」
と
あ

年号 西暦 有銀（貫）
正徳 3 1713 29.939

4 1714 31.996
5 1715 38.385

享保元 1716 43.274
2 1717 50.595
3 1718 70.234
4 1719 87.985
5 1720 103.493
6 1721 31.270
7 1722 35.214
8 1723 40.854
9 1724 46.401

10 1725 55.200
11 1726 58.208
12 1727 66.214
13 1728 64.810
14 1729 67.146
15 1730 70.189
16 1731 74.040
17 1732 82.116
18 1733 81.873
19 1734 86.438
20 1735 93.904

元文元 1736 85.338
2 1737 144.559
3 1738 172.274
4 1739 183.350
5 1740 192.250

寛保元 1741 183.092
2 1742 191.706
3 1743 201.898

延享元 1744 214.257
2 1745 224.060
3 1746 225.947

第一表　松居久右衛門家の蓄積過程

（註）1． 享保 5年には，「此年慶長銀示也，古金ニ替
り申候，改廿五貫百七拾壱匁」との注記あり．

　　 2． 元文元年には，「此年文銀出，五割増，此
銀百廿八貫目也」との注記あり．

（出典）延享 3年「書出張」（＃ 262）より作成．
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近
江
商
人
松
居
久
左
衛
門
家
の
蓄
積
と
理
念
（
末
永
國
紀
）

る
の
で
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に
な
っ
て
、
勘
定
帳
の
記
帳
を
開
始
し
、
営
業
の
内
容
は
不
明
な
が
ら
本
格
的
に
商
売
に
打
ち
込
み

始
め
た
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

第
一
表
に
よ
れ
ば
、
正
徳
三
年
の
銀
二
九
貫
九
三
九
匁
か
ら
始
ま
っ
て
、
順
調
に
資
産
を
伸
ば
し
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
に
は
銀

一
〇
三
貫
四
九
三
匁
に
増
加
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
年
一
一
月
朔
日
か
ら
享
保
の
改
鋳
の
一
環
と
し
て
の
良
貨
の
鋳
造
に
応
じ
て
、
改
め

て
銀
二
五
貫
一
七
一
匁
と
算
定
し
直
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
資
産
を
伸
ば
し
、
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
に
銀
八
五
貫
三
三
八
匁
に
増
加

し
た
と
こ
ろ
で
、
元
文
の
改
鋳
に
よ
る
悪
貨
鋳
造
の
た
め
、
こ
れ
を
五
割
増
し
に
計
算
し
直
し
て
銀
一
二
八
貫
匁
に
換
算
し
て
い
る
。
延

享
三
年
に
は
銀
二
二
五
貫
九
四
七
匁
一
分
に
増
え
た
資
産
を
、
同
年
、
二
代
目
久
右
衛
門
は
子
供
達
に
次
の
よ
う
に
分
与
し
た
。

　
　

一　

弐
〆
四
百
六
拾
八
匁
三
分　
　
　

庄
次
郎
引

　
　

一　

三
〆
弐
百
匁　
　
　
　
　
　
　
　

大
米
札　

七
〆
四
百
匁
引

　
　

一　

五
拾
貫
目　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
手
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
渡
ス

　
　

一　

四
十
五
〆
弐
百
七
十
八
匁
八
分　

久
左
衛
門
殿
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
手
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
渡
ス

　
　

一　

四
十
五
〆
匁　
　
　
　
　
　
　
　

市
右
衛
門
殿
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
手
金

七　
（
六
九
〇
）



第
六
十
一
巻  

第
三
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

引

　
　

割
渡
し
銀

　
　
　

〆　

百
四
十
五
〆
九
百
四
十
七
匁
壱
分

　
　

右
引
残
り

　
　
　

銀　

八
拾
貫
目　
　
　
　
　
　
　
　

本　

久
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
銀

　

こ
の
財
産
分
与
に
は
五
人
の
人
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。
元
手
金
を
渡
さ
れ
て
い
る
庄
右
衛
門
、
久
左
衛
門
、
市
右
衛
門
の
三
人
は
分
家

し
た
と
考
え
て
よ
い
。
庄
次
郎
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。
本
家
を
継
ぐ
久
右
衛
門
に
は
、
残
り
銀
八
〇
貫
目
が
与
え
ら
れ
た
。

　

本
家
久
右
衛
門
家
は
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
も
子
供
へ
資
産
分
与
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
年
の
有
銀
二
七
三
貫
五
〇
三

匁
六
分
の
う
ち
、
銀
七
五
貫
二
一
三
匁
五
分
を
忠
右
衛
門
へ
、
銀
六
一
貫
五
三
八
匁
二
分
を
覚
右
衛
門
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
元
手
金
と
し
て
渡

し
て
い
る
。
本
家
久
右
衛
門
家
に
残
っ
た
の
は
、
銀
一
三
六
貫
七
五
一
匁
七
分
で
あ
る
（
５
）。
こ
の
よ
う
に
し
ば
し
ば
財
産
分
与
を
行
い
な

が
ら
も
、
本
家
久
右
衛
門
家
は
、
弘
化
〜
安
政
頃
の
近
江
商
人
番
付
で
あ
る
「
湖
東
中
郡
日
野
八
幡
在
々
持
余
家
見
立
角
力
」
で
は
、
右

欄
最
上
段
の
四
番
目
に
位
置
し
て
い
る
。
商
才
豊
か
な
当
主
が
続
い
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

二　

松
居
久
左
衛
門
家
の
経
営
と
蓄
積

　

松
居
久
左
衛
門
家
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
延
享
三
年
に
松
居
久
右
衛
門
家
か
ら
元
手
金
と
し
て
銀
四
五
貫
二
七
八
匁
八
分
の
分
与
を
受

（
九
九
九
）

八　
（
六
八
九
）



近
江
商
人
松
居
久
左
衛
門
家
の
蓄
積
と
理
念
（
末
永
國
紀
）

け
た
初
代
松
居
久
左
衛
門
淨
雲
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
。
時
代
は
江
戸
時
代
中
葉
、
前
年
に
は
八
代
将
軍
吉
宗
が
将
軍
職
を
辞
し
、
な
お

大
御
所
と
し
て
君
臨
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
位
田
村
の
村
高
は
三
一
七
石
九
斗
六
升
、
彦
根
藩
領
で
あ
る
（
６
）。

　

ま
ず
、
久
左
衛
門
家
の
系
譜
に
つ
い
て
行
文
の
都
合
上
、
六
代
目
ま
で
を
記
し
て
お
こ
う
（
７
）。

　
　
　

初
代　

淨
雲
（
俗
名
久
次
郎
）
安
永
三
年
二
月
七
日
没　
　
　

享
年
七
九

　
　
　

二
代　

行
願
（
俗
名
不
詳
）
文
化
六
年
四
月
二
六
日
没　
　
　

享
年
七
三

　
　
　

三
代　

遊
見
（
俗
名
久
三
郎
）
安
政
二
年
五
月
二
二
日
没　
　

享
年
八
六

　
　
　

四
代　

行
遊
（
俗
名
久
次
郎
）
嘉
永
二
年
七
月
八
日
没　
　
　

享
年
五
〇

　
　
　

五
代　

松
寿
（
俗
名
久
三
郎
）
明
治
四
〇
年
一
月
三
〇
日
没　

享
年
七
六

　
　
　

六
代　

遊
照
（
俗
名
助
二
郎
）
昭
和
十
年
一
月
二
二
日
没　
　

享
年
七
三

　

久
左
衛
門
家
の
純
資
産
に
つ
い
て
は
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
か
ら
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
ま
で
の
一
五
〇
年
間
の
推
移
を
資
産

金
額
だ
け
記
し
て
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
に
、
前
掲
し
た
延
享
三
年
染
筆
の
「
書
出
帳
」
が
あ
る
。
そ
の
他
に
、
純
資
産
算
出
の
元
に
な

っ
た
毎
年
の
店
卸
し
勘
定
帳
で
あ
る
「
書
出
帳
」
が
、文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
以
降
ほ
ぼ
残
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、前
者
を
永
年
「
書

出
帳
」、
後
者
を
年
々
「
書
出
帳
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

永
年
「
書
出
帳
」
の
金
額
表
示
は
、
一
貫
し
て
銀
高
表
示
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
金
銀
の
換
算
は
一
両
を
銀
五
四
匁
立
て
と
し
て
銀
換

算
し
て
い
る
が
、明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
か
ら
は
円
表
示
と
な
る
も
の
の
、一
円
を
銀
五
四
匁
に
換
算
し
て
や
は
り
銀
高
で
記
し
て
い
る
。

　

年
々
「
書
出
帳
」
の
金
額
表
示
は
、
金
高
表
示
計
算
で
あ
る
。
そ
の
金
銀
換
算
は
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
ま
で
は
銀
高
表
示
は
一

両
を
銀
五
四
匁
に
換
算
し
て
金
高
表
示
に
換
算
し
て
い
る
が
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
か
ら
は
時
の
相
場
に
よ
っ
て
銀
高
表
示
を
金
高

に
換
算
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
金
貨
の
み
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
万
延
の
改
鋳
を
は
さ
ん
で
、
銀
高
表
示
の
純
資
産
額
は
、
そ
れ
以

（
九
九
八
）

九　
（
六
八
八
）



第
六
十
一
巻  

第
三
号

（
九
九
七
）

年号 西暦 純資産 延銀 損益
延享 3 1746 45.278 ― 本家より貰い

4 1747 45.272 0.006 損
寛延元 1748 48.983 3.710 延び

2 1749 49.870 0.886 延び
3 1750 50.657 0.786 延び

宝暦元 1751 50.914 0.256 延び
2 1752 50.938 0.024 延び
3 1753 51.960 1.021 延び
4 1754 53.209 1.248 延び
5 1755 54.887 1.678 延び
6 1756 56.042 1.154 延び
7 1757 59.462 3.419 延び
8 1758 62.003 2.541 延び
9 1759 65.248 3.245 延び

10 1760 68.744 3.495 延び
11 1761 68.181 0.563 損
12 1762 71.953 3.772 延び
13 1763 75.832 3.878 延び
明和元 1764 77.448 1.616 延び

2 1765 78.669 1.220 延び
3 1766 79.226 0.556 延び
4 1767 80.801 1.574 延び
5 1768 86.733 5.931 延び
6 1769 90.062 3.329 延び
7 1770 93.294 3.232 延び
8 1771 98.725 5.431 延び

安永元 1772 105.318 6.592 延び
2 1773 112.123 6.805 延び
3 1774 117.254 5.130 延び
4 1775 127.597 10.343 延び
5 1776 137.038 9.440 延び
6 1777 141.719 4.681 延び
7 1778 152.318 10.599 延び
8 1779 160.021 7.702 延び
9 1780 164.533 4.512 延び

天明元 1781 181.074 16.540 延び
2 1782 185.988 4.914 延び
3 1783 191.628 5.640 延び
4 1784 200.769 9.140 延び

第二表　松居久左衛門家の蓄積過程（単位：貫匁）

年号 西暦 純資産 延銀 損益
5 1785 211.891 11.121 延び
6 1786 219.038 7.047 延び
7 1787 229.881 10.843 延び
8 1788 252.443 22.562 延び

寛政元 1789 271.725 19.282 延び
2 1790 286.902 15.176 延び
3 1791 307.380 20.478 延び
4 1792 336.057 28.676 延び
5 1793 380.116 32.059 延び
6 1794 410.691 30.574 延び
7 1795 446.890 36.199 延び
8 1796 472.547 25.657 延び
9 1797 500.588 28.041 延び

10 1798 538.056 37.467 延び
11 1799 577.068 39.012 延び
12 1800 613.146 36.078 延び
享和元 1801 638.810 25.663 延び

2 1802 701.616 62.806 延び
3 1803 760.411 58.794 延び

文化元 1804 788.512 28.101 延び
2 1805 865.124 76.612 延び
3 1806 938.225 73.100 延び
4 1807 1,023.315 80.090 延び
5 1808 1,122.204 98.689 延び
6 1809 1,213.462 91.258 延び
7 1810 1,323.304 109.842 延び
8 1811 1,453.836 130.531 延び
9 1812 1,558.749 104.913 延び

10 1813 1,621.986 63.236 延び
11 1814 1,718.900 96.814 延び
12 1815 1,863.919 145.019 延び
13 1816 2,013.610 149.691 延び
14 1817 2,195.510 181.900 延び
文政元 1818 2,339.837 144.327 延び

2 1819 2,461.290 121.453 延び
3 1820 2,595.535 134.145 延び
4 1821 2,785.851 190.316 延び
5 1822 2,985.718 199.867 延び
6 1823 3,073.558 87.840 延び

一
〇　
（
六
八
七
）



近
江
商
人
松
居
久
左
衛
門
家
の
蓄
積
と
理
念
（
末
永
國
紀
）

（
九
九
六
）

年号 西暦 純資産 延銀 損益
7 1824 2,383.578 689.980 損
8 1825 2,517.831 134.253 延び
9 1826 2,733.464 215.633 延び

10 1827 2,900.070 166.605 延び
11 1828 3,084.538 184.468 延び
12 1829 3,241.239 156.700 延び
天保元 1830 3,466.368 225.128 延び

2 1831 3,699.232 232.864 延び
3 1832 3,723.921 24.688 延び
4 1833 3,771.117 47.100 損
5 1834 3,658.932 112.185 損
6 1835 3,874.608 215.676 延び
7 1836 2,912.004（記なし） 損
8 1837 3,008.286 96.282 延び
9 1838 3,154.288 146.002 延び

10 1839 3,213.729 59.445 延び
11 1840 3,402.918 189.189 延び
12 1841 3,619.188 216.270 延び
13 1842 3,396.870 222.318 損
14 1843 3,670.110 273.240 延び
弘化元 1844 3,904.335 234.225 延び

2 1845 4,114.152 209.817 延び
3 1846 3,063.001 1,051.150 損
4 1847 3,085.411 22.410 延び

嘉永元 1848 3,092.296 6.885 延び
2 1849 3,386.072 273.776 延び
3 1850 3,605.326 219.253 延び
4 1851 3,851.892 246.565 延び
5 1852 4,070.836 218.943 延び
6 1853 4,134.877 64.043 延び

安政元 1854 4,325.267 190.391 延び
2 1855 4,489.967 164.700 延び
3 1856 4,790.288 300.323 延び
4 1857 5,007.002 216.711 延び
5 1858 5,093.815 86.811 延び
6 1859 5,278.940 185.126 延び

年号 西暦 純資産 延銀 損益
万延元 1860 5,403.349 124.409 延び
文久元 1861 5,443.321 39.975 延び

2 1862 5,472.077 28.752 延び
3 1863 4,356.032 1,116.045 損

元治元 1864 4,364.301 8.269 延び
慶応元 1865 4,375.272 10.971 延び

2 1866 4,467.176 91.905 延び
3 1867 4,474.797 7.622 延び

明治元 1868 4,487.784 12.987 延び
2 1869 4,496.897 9.112 延び
3 1870 4,583.196 86.298 延び
4 1871 4,662.650 79.454 延び
5 1872 4,654.462 8.187 損
6 1873 2,780.730 1.873 損
7 1874 2,731.407 49.322 損
8 1875 2,920.988 189.580 延び
9 1876 2,608.146 312.842 損

10 1877 2,613.978 5.832 延び
11 1878 2,715.606 101.628 延び
12 1879 2,704.428 11.178 損
13 1880 2,785.104 80.677 延び
14 1881 2,899.044 113.940 延び
15 1882 3,060.234 161.190 延び
16 1883 3,202.632 142.398 延び
17 1884 3,220.020 17.388 延び
18 1885 2,480.382 739.638 損
19 1886 2,522.070 41.688 延び
20 1887 2,552.094 30.024 延び
21 1888 2,439.180 112.914 損
22 1889 2,413.368 25.812 損
23 1890 2,419.200 5.832 延び
24 1891 2,359.466 49.734 損
25 1892 2,373.624 4.158 延び
26 1893 2,414.124 40.500 延び
27 1894 2,417.958 3.834 延び
28 1895 2,435.400 17.442 延び

（註）1．「延び」・「損」は前年度純資産に対するものである．
　 　 2．文化 11年の延びの数字は，正しくは，96貫 914匁である．
　 　 3． 文政 7年の損は，原史料に記載がないので，算出したものである．
（出典）延享 3年「書出帳」（＃ 262）．匁未満切捨て．

（第二表つづき）
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第
六
十
一
巻  

第
三
号

前
よ
り
も
過
大
な
数
字
で
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

延
享
三
年
以
後
の
純
資
産
の
推
移
を
示
す
と
、
第
二
表
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
れ

を
図
示
し
た
の
が
第
１
図
で
あ
る
。
金
額
の
単
位
は
銀
で
表
示
さ
れ
て
い
る
。
純

資
産
は
、
銀
三
〇
〇
〇
貫
に
達
す
る
ま
で
は
、
八
〇
年
余
り
か
け
て
着
実
に
増
加

し
て
い
る
。
そ
の
後
は
三
度
の
急
落
を
含
み
な
が
ら
も
上
昇
を
続
け
、
文
久
二
年

（
一
八
六
二
）
に
最
高
額
の
銀
五
四
七
二
貫
に
達
し
た
後
、
二
度
の
急
落
を
経
て
、
明

治
期
に
入
る
と
銀
二
五
〇
〇
貫
を
前
後
す
る
よ
う
に
な
る
。
歴
代
当
主
と
純
資
産

の
推
移
を
見
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

初
代
淨
雲
の
代
に
は
、
延
享
三
年
に
本
家
久
右
衛
門
家
か
ら
譲
与
さ
れ
た
純
資

産
が
、
銀
九
〇
貫
六
二
匁
と
な
っ
て
倍
増
す
る
の
は
、
二
代
目
行
願
に
家
督
を
譲

る
直
前
の
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
で
あ
る
。
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
か
ら
始
ま

る
二
代
目
行
願
の
時
代
に
純
資
産
は
、
銀
一
一
七
貫
二
五
四
匁
か
ら
銀
三
八
〇
貫

一
一
六
匁
へ
と
三
倍
以
上
に
増
加
し
、
翌
年
の
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
明
和
七

年
（
一
七
七
〇
）
生
れ
の
二
五
歳
の
三
代
目
遊
見
に
引
継
が
れ
る
。

　

こ
の
遊
見
の
時
代
に
、
松
居
家
の
純
資
産
は
急
増
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

純
資
産
が
銀
一
〇
〇
〇
貫
を
超
え
た
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
以
後
、
毎
年
の
純
益

は
ほ
ぼ
銀
一
〇
〇
貫
を
上
回
る
の
で
、
家
督
を
譲
る
前
年
の
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）

の
純
資
産
は
銀
三
六
五
八
貫
九
三
二
匁
に
増
え
て
い
る
。

（
九
九
五
）

第 1図　松居久左衛門家の純資産

一
二　
（
六
八
五
）



近
江
商
人
松
居
久
左
衛
門
家
の
蓄
積
と
理
念
（
末
永
國
紀
）

　

四
代
目
の
行
遊
の
時
代
は
純
資
産
の
浮
沈
が
か
な
り
激
し
く
、
行
遊
は
銀
三
〇
九
二
貫
二
九
六
匁
を
遺
し
て
没
し
、
遊
見
が
当
主
の
座

に
返
り
咲
い
て
い
る
。
遊
見
が
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
没
し
た
時
の
純
資
産
は
、
銀
四
四
八
九
貫
九
六
七
匁
に
増
加
し
て
い
る
。
遊

見
の
後
を
継
い
だ
五
代
目
松
濤
の
時
代
の
文
久
二
年
に
、
前
記
の
よ
う
に
数
字
の
上
か
ら
は
銀
五
四
七
二
貫
七
七
匁
の
最
高
額
を
記
録
し

た
後
、
江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
急
落
し
、
明
治
二
〇
年
代
に
銀
二
五
〇
〇
貫
を
前
後
し
な
が
ら
六
代
目
の
遊
照
が
明
治
二
六

年
（
一
八
九
三
）
に
承
継
し
た
（
８
）。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
松
居
家
の
最
盛
期
は
、
純
資
産
が
一
〇
倍
に
増
加
し
た
三
代
目
遊
見
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
（
９
）。

以
下
、
江
戸
期
に
お
け
る
最
高
の
純
資
産
額
を
示
す
文
久
二
年
と
六
度
の
純
資
産
の
急
落
の
事
情
を
中
心
と
し
て
検
討
し
な
が
ら
、
経
営

の
中
身
に
迫
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

純
資
産
が
急
速
に
増
加
し
て
い
っ
た
遊
見
の
時
代
に
お
い
て
、唯
一
純
資
産
額
が
急
落
し
た
文
政
七
年（
一
八
二
四
）
の
事
情
を
永
年「
書

出
帳
」
で
見
て
み
る
と
、
急
減
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　

文
政
七
年
甲
申
十
二
月

　
　
　

一　

文
化
十
二
年
亥
年

御
屋
敷
方
取
引
相
初
候
所
、
申
年
迄
十
ヶ
年
ニ
相
成
、
諸
々
相
滞
候
ニ
付
、
此
所
へ
記
置

　
　
　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　

文
化
十
二
年
亥
年

初
メ

　
　
　

一　

金
八
千
七
百
拾
両　
　
　
　
　
　

板
倉
伊
予
守
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
用
達
高
〆

　
　
　
　
　
　

右
之
内

（
九
九
四
）

一
三　
（
六
八
四
）



第
六
十
一
巻  

第
三
号

　
　
　

一　

金
三
千
七
百
六
拾
両
弐
分
也　
　

月
壱
歩
利
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

半
減
除
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
朱
利
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

積
立
金

　
　
　
　
　
　

差
引
而

　
　
　
　
　

金
四
千
九
百
四
拾
九
両
弐
分
也　

損

　
　
　
　

文
政
三
辰
年
初　
　
　
　
　
　
　
　

上
州
小
幡

　
　
　

一　

金
弐
千
七
百
七
十
両　
　
　
　
　

松
平
宮
内
少
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
用
達
高

　
　
　
　
　
　

右
之
内

　
　
　

一　

金
五
百
六
十
七
両
壱
歩　
　
　
　

月
壱
歩
利
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

半
減
除
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
朱
利
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

積
立
金

　
　
　
　

差
引
て

　
　
　
　
　

金
弐
千
弐
百
弐
両
三
歩
也　
　
　

そマ

マん

（
九
九
三
）

一
四　
（
六
八
三
）



近
江
商
人
松
居
久
左
衛
門
家
の
蓄
積
と
理
念
（
末
永
國
紀
）

　
　
　
　

文
化
十
五
亥
年
初　
　
　
　
　
　
　

信
州
高
遠

　
　
　

一　

金
六
千
九
百
六
十
弐
両　
　
　
　

内
藤
大
和
守
様

　
　
　
　
　

右
之
内

　
　
　

一　

金
千
七
百
七
拾
両
弐
分
也　
　
　

月
壱
歩
利
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

半
減
除
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

積
立
金

　
　
　
　

差
引
て

　
　
　
　
　

金
五
千
百
九
十
一
両
弐
分　
　
　

損

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
州
柏
木

　
　
　

一　

金
千
七
百
両
也　
　
　
　
　
　
　

藤
士
善
蔵

　
　
　
　

右
は
勘
定
相
滞
候
ニ
付

　
　
　
　

貸
金
高
不
残
引
置
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
州
吉
井

　
　
　

一　

金
千
八
百
両
也　
　
　
　
　
　
　

堀
越
千
右
衛
門

　
　
　
　

右
は
不
如
意
ニ
付

　
　
　
　

十
ヶ
年
賦
ニ
相
成
候
間
、
不
残
引
置

（
九
九
二
）

一
五　
（
六
八
二
）



第
六
十
一
巻  

第
三
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
州
諏
訪

　
　
　

一　

金
六
百
八
十
四
両　
　
　
　
　
　

林
元
右
衛
門

　
　
　
　

右
は
不
如
意
ニ
付
、
廿
ヶ
年
賦
ニ

　
　
　
　

相
成
候
間
、
不
残
引
置
候

　
　
　

六
口

　
　
　
　

〆　

金
壱
万
六
千
五
百
廿
七
両
三
分
也

　
　
　

 

右
莫
大
之
損
毛
有
之
候
間
、
如
此
之
勘
定
ニ
相
成
候
、
以
後
御
屋
敷
方
取
引
子
子
孫
孫
ニ
至
迄
、
何
程
手
堅
ク
御
仕
法
ニ
而
も
決

而
致
間
敷
候
、
前
書
之
通
心
得
違
無
之
様
、
堅
ク
可
相
守
事

　
　
　
　

文
政
七
年
甲
申
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
年
五
十
五
歳

　
　
　
　
　

倅
久
次
郎
へ
勘
定
相
渡
ス

　

列
挙
さ
れ
て
い
る
の
は
、
全
部
で
六
口
の
大
名
貸
し
の
滞
り
金
で
あ
る
。
掲
示
し
た
板
倉
伊
予
守
は
上
州
安
中
藩
主
で
あ
り
、
板
倉
家

と
同
じ
月
一
歩
（
分
）
の
利
足
で
の
貸
付
先
は
、
上
州
小
幡
藩
主
松
平
宮
内
少
輔
と
信
州
高
遠
藩
主
内
藤
大
和
守
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、

上
州
多
野
郡
の
柏
木
や
吉
井
、
信
州
諏
訪
に
お
い
て
大
名
貸
し
に
よ
る
滞
り
金
と
目
さ
れ
る
取
引
が
三
口
あ
っ
た
。
遊
見
は
、
大
名
貸
し

の
滞
り
金
額
は
六
口
総
計
金
一
万
六
五
二
七
両
三
分
に
上
る
と
記
し
た
後
、
莫
大
な
損
毛
と
な
っ
た
の
で
、
以
後
大
名
貸
し
は
子
々
孫
々

（
九
九
一
）

一
六　
（
六
八
一
）



近
江
商
人
松
居
久
左
衛
門
家
の
蓄
積
と
理
念
（
末
永
國
紀
）

に
い
た
る
ま
で
禁
止
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
不
良
債
権
を
整
理
し
た
後
、
遊
見
は
五
五
歳
で
「
書
出
帳
」
の
記
帳
を
四
代
目
久
次
郎
に

譲
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
大
名
貸
し
は
、
遊
見
単
独
で
は
な
く
、
同
じ
金
堂
村
の
豪
商
九
代
目
外
村
与
左
衛
門
と
組
み
合
っ
て
の
融
資
で
あ
っ
た
。
与

左
衛
門
も
、
同
家
の
家
乗
で
あ
る
「
先
祖
代
々
伝
来
記
」
の
文
政
九
年
の
条
で
、「
御
大
名
様
御
出
入
御
勘
定
仕
法
相
建
候
抔
と
申
事
、

決
而
致
間
敷
事
ニ
御
座
候
」
と
悔
恨
を
込
め
て
記
し
て
い
る
（
10
）。

　

次
の
不
勘
定
の
年
は
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
で
あ
る
。
永
年
「
書
出
帳
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
、
大
坂
、
京
都
、
上
州
や
近
村
へ

の
二
二
件
の
滞
り
貸
金
七
二
一
〇
両
を
損
金
と
し
て
引
き
落
と
し
た
た
め
、
純
資
産
は
銀
一
一
二
貫
ほ
ど
減
少
し
て
い
る
。

　

三
番
目
の
大
損
耗
は
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
で
あ
る
。
こ
の
年
の
損
失
の
原
因
は
、
遊
見
の
筆
で
特
別
に
永
年
「
書
出
帳
」
に

内
訳
が
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
資
産
急
減
の
一
因
は
遊
見
の
三
男
の
太
七
が
、
上
木
蘇
木
と
い
う
薬
材
の
取
引
で
、
金

九
七
〇
七
両
一
分
の
損
失
を
出
す
失
敗
を
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
こ
と
を
遊
見
は
、「
右
は
太
七
心
得
違
ひ
如
此
、
已
来
薬
種
商
内
向

後
決
而
致
間
敷
事
」
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
次
男
正
太
郎
が
天
保
三
年
に
京
都
で
行
っ
た
、
糸
絹
類
の
問
屋
仲
間
を
通
さ
な
い
直
買

が
摘
発
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
京
都
糸
一
件
と
、
商
売
方
の
損
な
ど
を
合
わ
せ
た
損
失
額
が
計
金
五
五
一
二
両
。
そ
の
上
で
遊
見
は
、
次
男

正
太
郎
と
三
男
太
七
が
相
次
い
で
こ
う
し
た
失
敗
を
し
た
た
め
か
、
正
太
郎
に
金
三
〇
〇
〇
両
、
太
七
へ
金
二
〇
〇
〇
両
、
川
並
の
与
次

兵
衛
へ
金
三
〇
〇
両
を
そ
れ
ぞ
れ
元
手
金
と
し
て
計
金
五
三
〇
〇
両
を
分
与
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
純
資
産
は
金
五
万
三
九
二
六
両
と

な
り
、
こ
れ
を
一
両
、
銀
五
四
匁
立
て
で
銀
二
九
一
二
貫
と
換
算
し
て
い
る
。

　

天
保
一
三
年
に
も
、
永
年
「
書
出
帳
」
は
、「
金
壱
万
両
余
正
味
損
引
候
故
、
如
此
大
不
勘
定
也
」
と
、
原
因
は
挙
げ
て
い
な
い
も
の

の
一
万
両
余
の
損
引
き
を
書
き
留
め
て
い
る
。
た
だ
、「
寅
八
月
一
朱
銀
御
停
止
、
其
外
下
地
文
字
金
同
断
、
以
来
保
字
金
斗
通
用
被
仰

出
候
、当
亦
寅
春
、諸
事
御
改
革
被
仰
出
候
」
と
、天
保
改
革
の
開
始
を
注
記
す
る
の
み
で
改
革
へ
の
批
判
と
な
る
表
現
を
避
け
る
た
め
か
、

（
九
九
〇
）

一
七　
（
六
八
〇
）



第
六
十
一
巻  

第
三
号

損
引
き
と
改
革
の
影
響
を
明
示
的
に
は
記
し
て
い
な
い
。

　

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
銀
一
〇
五
一
貫
百
五
十
匁
五
分
の
純
資
産

損
耗
に
つ
い
て
永
年
「
書
出
帳
」
は
、「
右
は

太
七
殿
配
分
金
并
取
替

金
、
惣
高
弐
万
三
千
五
百
両
余
損
金
相
立
候
ニ
付
、
無
拠
勘
定
引
候
ニ
付
、

右
不
勘
定
之
事
」
と
記
し
て
い
る
。
弘
化
三
年
の
年
々
「
書
出
帳
」
を
み

て
も
（
11
）、
江
戸
方
差
引
と
し
て
金
二
万
三
五
二
五
両
が
符
丁
を
使
っ
て
記
さ

れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
配
分
金
・
立
替
金
が
何
を
指
す
の
か
不
分
明
で

あ
る
が
、
ま
た
し
て
も
三
男
太
七
が
取
引
上
の
失
策
で
大
き
な
損
失
を
招

い
た
こ
と
に
よ
る
減
少
で
あ
る
。

　

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
は
、
銀
一
一
一
六
貫
四
五
匁
の
損
を
出
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
永
年
「
書
出
帳
」
の
注
記
に
よ
れ
ば
、「
但
酉
年

亥

年
迄
三
ケ
年
そ
ん
不
残
引
落
し
、
大
不
勘
定
、
太
七
久
左
衛
門
立
合
致
候
」

と
あ
り
、
文
久
元
年
か
ら
三
年
ま
で
の
三
ヵ
年
の
損
失
を
、
残
ら
ず
引
き

落
と
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
処
置
は
、
当
主
の
五
代
目
久

左
衛
門
と
後
見
人
の
叔
父
太
七
と
が
立
合
い
で
決
め
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
損
失
か
は
、
同
年
の
年
々
「
書
出
帳
」
を
見
て

も
同
じ
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
詳
細
は
不
明
で
あ
る
（
12
）。

　

明
治
期
に
つ
い
て
は
、
三
度
の
主
な
損
失
計
上
年
が
あ
る
。
明
治
六
年

（
九
八
九
）

年号 西暦 有物 麻布有物 糸絹売上 金銀貸方 左の合計 預り金諸方貸方 御屋敷貸方
文政 11 1828 銀 46貫 926匁 10両 12,333両 55,457両 19,664両 88,334両 31,200両
天保  4 1833 7,667両 ― 11,112両 77,308両 12,508両 108,596両 38,761両
天保  9 1838 11,370両 ― 3,543両 76,201両 9,620両 100,735両 42,323両
天保 14 1843 1,096両 ― 7,101両 90,754両 10,490両 109,441両 41,368両
嘉永元 1848 1,717両 ― 9,609両 74,519両 7,358両 93,204両 35,940両
嘉永  6 1853 750両 ― ― 95,149両 10,382両 金 106,282両 金 29,710両

銀 21匁 銀 50匁
安政  5 1858 46両 ― ― 金 97,706両 金 14,572両 金 112,325両 金 26,870両

銀 796貫 107匁 銀 11匁 銀 796貫 118匁 銀 157貫 71匁
文久  3 1863 107両 ― ― 金 107,218両 金 15,124両 金 122,451両 金 46,329両

銀 379貫 725匁 銀 3匁 銀 379貫 728匁 銀 16貫 53匁
慶応  4 1868 1,456両 ― ― 金 115,108両 21,155両 金 137,720両 金 59,606両

銀 413貫 792匁 銀 413貫 792匁 銀 14貫 411匁
明治  6 1873 260両 ― ― 金 113,569両 14,316両 金 128,146両 金 76,675両

銀 2貫 940匁 銀 2貫 940匁 銀 553匁
明治 11 1878 21円 ― ― 97,517円 ― 97,538円 47,249円
明治 16 1883 60円 ― ― 103,070円 ― 103,130円 43,822円
明治 21 1888 66円 ― ― 71,547円 ― 71,613円 26,443円

第三表　松居久左衛門家 5年ごとの年々「書出帳」による経営動向

一
八　
（
六
七
九
）



近
江
商
人
松
居
久
左
衛
門
家
の
蓄
積
と
理
念
（
末
永
國
紀
）

（
一
八
七
三
）
の
純
資
産
は
、
前
年
度
に
対
し
て
銀
一
八
七
三
貫
七
三
二
匁
の
損
失
と
な
り
、
銀
二
七
八
〇
貫
七
三
〇
匁
に
急
減
し
た
。
そ

の
事
情
を
、
永
年
「
書
出
帳
」
は
「
当
年
、

東
京
店
一
月
十
九
日
閉
店
相
成
右
同
所
損
失
、
并
彦
根
藩
高
遠
藩
調
達
金
引
落
シ
、
其
外

ニ
諸
々
損
毛
等
ニ
而
大
不
勘
定
ニ
相
成
申
候
事
」
と
特
記
し
、
太
七
家
の
東
京
店
閉
店
に
よ
る
損
失
、
明
治
政
府
の
藩
債
処
分
に
よ
る
彦

根
藩
・
高
遠
藩
へ
の
調
達
金
損
失
、
そ
れ
と
諸
々
の
損
耗
を
合
算
し
た
不
勘
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
明
治
九
年
の
銀

三
一
二
貫
八
四
二
匁
の
損
失
は
、「
当
年
、
亥
十
二
月
勘
定
ニ
新
公
債
証
券
高
壱
万
六
千
百
五
十
円
、
丸
勘
定
ニ
相
立
置
分
、
四
百
円
久マ

マ

引
落
シ
、
并

嘉
兵
衛
貸
金
損
等
ニ
而
大
不
勘
定
」
と
、
新
公
債
の
引
落
し
と
貸
付
金
の
損
金
に
よ
る
不
勘
定
を
注
記
し
て
い
る
。
つ
づ

い
て
、
明
治
一
八
年
の
銀
七
三
九
貫
六
三
八
匁
の
減
損
に
つ
い
て
は
、「
先
年

貸
方
相
滞
金
一
時
ニ
引
落
シ
ニ
付
、
大
不
勘
定
ニ
相
成

候
事
」
と
、
貸
滞
り
金
を
一
挙
に
清
算
し
た
結
果
で
あ
る
と
打
ち
明
け
て
い
る
。

　

次
に
、
年
々
「
書
出
帳
」
を
五
年
毎
に
集
計
し
た
第
三
表
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
経
営
の
趨
勢
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
年
々

「
書
出
帳
」
の
記
述
の
仕
方
は
、
在
庫
品
の
有
物
、
麻
布
や
糸
絹
の
売
上
高
、
金
銀
貸
付
額
を
計
算
し
、
そ
の
合
計
か
ら
預
り
金
を
差
し

引
い
て
純
資
産
を
算
定
す
る
方
式
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
金
銀
貸
方
は
主
に
商
人
・
農
民
、
江
戸
・
大
坂
・
京
都
の
支
店
へ
の
貸
付
を
内

容
と
す
る
諸
方
貸
付
と
、
領
主
で
あ
る
彦
根
藩
の
役
所
や
家
臣
団
へ
の
貸
付
お
よ
び
諸
大
名
へ
の
貸
付
か
ら
な
る
「
お
屋
敷
方
」
に
分
け

ら
れ
て
い
る
。
個
別
に
趨
勢
を
見
て
み
よ
う
。

　

も
っ
と
も
古
い
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
の
年
々
「
書
出
帳
」
で
見
る
と
、
有
物
は
、
生
薬
の
原
料
・
綿
・
米
・
石
灰
な
ど
の
在
庫

が
銀
表
示
で
四
六
貫
九
二
六
匁
で
あ
っ
た
も
の
が
、
天
保
年
間
に
は
綿
の
取
扱
い
を
中
心
に
急
増
し
、
天
保
九
年
に
は
一
万
両
を
超
え
る

額
に
増
大
す
る
。
し
か
し
そ
の
金
額
は
、
天
保
改
革
時
に
急
減
し
、
安
政
年
間
に
は
わ
ず
か
に
米
の
金
額
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る
。
麻
布
方
の
中
身
は
、
紙
や
畳
表
の
在
庫
額
で
あ
り
、
天
保
年
間
に
消
滅
す
る
。
糸
絹
の
売
上
は
、
嘉
永
元
年
に
九
六
〇
九
両
が
計
上

さ
れ
て
後
、
嘉
永
六
年
以
後
は
こ
れ
も
皆
無
に
な
る
。

（
九
八
八
）

一
九　
（
六
七
八
）



第
六
十
一
巻  

第
三
号

　

こ
の
表
で
は
、
松
居
家
の
商
品
取
引
は
嘉
永
年
間
以
後
衰
退
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
商
品
取
引
の
活
動
は
出
店
に
引
き
移
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
出
店
に
関
す
る
残
存
史
料
は
、
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
の
で
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
江
戸

店
の
売
上
は
、
呉
服
太
物
の
一
二
万
二
四
三
三
両
を
筆
頭
に
繰
綿
・
生
糸
・
水
油
を
合
わ
せ
て
二
〇
万
六
〇
七
一
両
で
あ
り
、
利
益
は
呉

服
太
物
の
六
八
一
七
両
を
先
頭
に
合
計
九
一
八
二
両
で
あ
っ
た
と
い
う
（
13
）。
そ
れ
よ
り
何
よ
り
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
の
問
屋
再
興
令

後
の
『
諸
問
屋
名
前
帳
』
に
よ
れ
ば
、
松
居
久
左
衛
門
家
の
江
戸
出
店
は
呉
服
問
屋
・
白
子
組
木
綿
問
屋
・
真
綿
問
屋
の
本
組
み
に
登
録

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
相
当
の
規
模
の
店
舗
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
（
14
）。
な
お
、
同
史
料
に
よ
れ
ば
、
松
居
家
の
呉

服
問
屋
と
白
子
組
木
綿
問
屋
の
項
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

 

松
居
久
左
衛
門
（
伊
勢
町
太
兵
衛
地
借
、
江
州
住
ニ
付
店
支
配
人
善
兵
衛
、
慶
応
二
年
二
月
店
支
配
人
替
新
助
）
太
七
（
明
治
元
年
十
二
月
弟

相
続
、
店
支
配
人
力
蔵
）

　　

 　

こ
の
記
述
か
ら
、
松
居
家
の
出
店
は
伊
勢
町
に
あ
っ
た
こ
と
、
店
は
久
左
衛
門
家
と
太
七
家
の
共
同
経
営
で
あ
り
、
久
左
衛
門
家
の

店
支
配
人
は
、
善
兵
衛
か
ら
新
助
に
替
わ
っ
た
こ
と
、
太
七
家
の
店
支
配
人
は
弟
の
力
蔵
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
分
る
。

　

 　
「
諸
方
貸
方
」
の
金
額
は
、
天
保
・
嘉
永
期
を
通
じ
て
増
大
し
、
天
保
末
年
以
後
は
金
に
換
算
し
て
一
〇
万
両
を
超
え
て
い
る
。「
御

屋
敷
貸
方
」
は
、
一
万
両
を
前
後
し
な
が
ら
、
最
大
金
額
と
な
る
の
は
、
慶
応
四
年
の
二
万
一
一
五
五
両
で
あ
る
。
ま
た
、
預
り
金
は

諸
大
名
・
役
所
手
当
金
・
出
店
手
当
金
、
難
渋
人
手
当
金
、
奉
公
人
預
り
金
、
寺
預
り
金
、
村
方
預
り
金
、
頼
母
子
講
金
預
り
、
近
在

や
取
引
先
の
農
商
民
か
ら
の
預
り
金
な
ど
多
様
で
あ
る
。
本
店
の
経
営
に
限
れ
ば
、
商
品
取
引
で
は
な
く
金
融
業
務
に
傾
斜
し
て
い
っ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

（
九
八
七
）

二
〇　
（
六
七
七
）



近
江
商
人
松
居
久
左
衛
門
家
の
蓄
積
と
理
念
（
末
永
國
紀
）

　
　
　
　
　
　
　

三　

松
居
遊
見
の
経
営
理
念

　

松
居
家
三
代
目
の
遊
見
に
つ
い
て
は
、
商
才
に
抜
き
ん
出
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
積
徳
善
行
の
人
柄
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
明
治

三
七
年
の
国
定
教
科
書
に
も
そ
の
勤
倹
の
逸
話
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　

遊
見
が
商
才
に
優
れ
て
い
た
こ
と
は
、
受
継
い
だ
資
産
を
一
〇
倍
に
増
や
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
る
が
、
日
常
に
お
け
る
人
と

な
り
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
の
村
方
の
文
書
に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
遊
見
は
そ
の
生
涯
に
お
い
て
、
数
回
に
わ
た
っ
て
領

主
で
あ
る
彦
根
藩
か
ら
顕
賞
さ
れ
た
が
、
藩
で
は
表
彰
に
先
立
っ
て
周
辺
の
村
々
へ
遊
見
の
身
上
に
つ
い
て
諮
問
し
て
い
る
。
以
下
に
示

す
も
の
は
、
最
初
の
表
彰
と
な
る
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
の
顕
賞
の
際
に
、
彦
根
藩
の
遊
見
に
関
す
る
諮
問
に
対
し
て
、
居
村
の
位
田

村
の
村
役
人
が
文
政
四
年
に
答
申
し
た
も
の
で
あ
る
（
15
）。

　
　
　
　
　

御
尋
ニ
付
乍
恐
以
書
付
御
答
奉
申
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
崎
郡
位
田
村

　
　

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
三
郎

　
　
　

 

右
之
者
行
情
如
何
有
之
哉
可
申
上
様
被　

仰
付
奉
畏
候
、
乍
恐
此
者
義
ハ
御
百
姓
之
透
間
ニ
旅
商
を
以
渡
世
仕
候
、
尤
家
業
ヲ
相

励
ミ
大
金
ヲ
致
申
候
、
常
ニ
質
素
ヲ
相
守
、
人
ニ
も
相
応
之
表
致
候
者
ニ
御
座
候
、
御
高
ハ
拾
三
石
余
所
持
仕
申
候
、
自
分
常
ニ

旅
ニ
罷
有
候
故
、
耕
作
之
為
ニ
弐
人
ヲ
召
抱
置
、
家
ニ
居
候
得
ハ
、
農
業
も
相
勤
、
旱
魃
之
節
抔
ハ
夜
分
も
罷
出
水
替
仕
申
候
、

依
之
人
々
夫
ニ
而
ハ
御
田
地
ニ
利
潤
相
見
へ
不
申
如
何
致
候
事
哉
と
相
尋
候
得
ハ
、
私
農
家
ニ
乍
生
御
百
姓
不
相
勤
段
ハ
恐
入
申

候
、
利
潤
ニ
相
拘
り
不
申
由
申
居
候
、
扨
商
方
之
義
ハ
布
木
綿
呉
服
原
苧
等
之
類
、
京
大
坂
上
州
信
州
名
古
屋
等
ニ
而
売
買
仕
申

（
九
八
六
）

二
一　
（
六
七
六
）



第
六
十
一
巻  

第
三
号

候
、
尤
亡
父
之
時
代

勝
手
方
ハ
至
極
宜
敷
御
座
候
処
益
繁
昌
仕
、
当
時
ニ
而
は
大
金
ニ
相
成
、
既
ニ
諸
御
大
名
様
方
へ
も
御

用
達
申
上
候
位
ニ
御
座
候
、
倹
素
之
義
ハ
、
居
宅
先
年
之
侭
ニ
而
至
而
麁
抹
ニ
候
得
共
建
替
不
仕
、
夫
成
ニ
暮
申
候
、
尤
昨
年
地

震
ニ
而
土
蔵
損
シ
立
替
被
申
候
、
是
ハ
相
応
之
金
子
ニ
入
る
由
誠
ニ
丈
夫
成
も
の
ニ
御
座
候
、
衣
服
飲
食
之
奢
侈
も
無
御
座
候
、

着
用
ハ
常
ニ
紺
嶋
之
木
綿
ニ
而
、
京
大
坂
ニ
而
も
相
済
セ
申
候
、　

貴
人
様
方
へ
罷
出
候
節
、
其
外
吉
凶
ニ
ハ
新
ヲ
御
用
候
迄
ニ

而
、
羽
織
も
無
拠
節
な
ら
て
ハ
着
用
不
仕
候
、
諸
道
具
之
類
一
ツ
も
上
品
ハ
不
用
、
何
も
下
品
ニ
而
沢
山
所
持
候
て
、
人
々
借
求

メ
候
得
ハ
悦
貸
遣
申
候
、
人
々
難
渋
ニ
至
り
候
得
ハ
、
相
応
ニ
時
々
相
救
、
又
貸
遣
シ
申
候
、
併
其
人
柄
相
撰
、
身
分
不
相
応
之

暮
方
等
之
者
ハ
一
向
取
救
不
申
候
、
小
前
ニ
而
ハ
恩
ヲ
蒙
候
も
の
多
御
座
候
、
又
商
用
方
ニ
而
も
損
金
相
懸
り
候
而
も
、
是
ハ
私

之
目
利
違
不
調
法
と
申
居
候
、
唯　

御
国
恩
之
義
と
仏
恩
と
亡
父
之
事
ヲ
大
切
と
申
居
候
、
大
体
右
様
之
趣
ニ
御
座
候
、
此
段
御

尋
ニ
付
乍
恐
以
書
付
御
答
奉
申
上
候　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

位
田
村

　
　
　
　
　
　
　

文
政
四
年
巳
七
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋　

作
右
衛
門
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
目　

吉
右
衛
門
印

　
　
　
　
　

御
代
官
所
様

　

右
の
文
書
は
、
諮
問
に
応
じ
て
遊
見
（
久
三
郎
）
の
暮
ら
し
向
き
や
行
状
を
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
身
分
は
百
姓
で
あ
り
、

農
閑
期
に
旅
商
い
に
従
事
し
て
い
る
が
、
家
業
に
励
む
の
で
大
金
の
保
持
者
で
あ
る
。
所
持
石
高
は
一
三
石
余
で
あ
り
、
通
常
は
旅
商
の

身
な
の
で
、
留
守
中
の
耕
作
人
と
し
て
二
人
雇
用
し
て
い
る
。
在
宅
し
て
い
る
と
き
は
農
業
に
勤
し
む
の
で
、
周
囲
が
利
潤
も
上
が
ら
な

い
の
に
ど
う
し
て
農
業
に
励
む
の
か
と
問
え
ば
、
農
民
の
身
分
と
し
て
当
然
の
こ
と
だ
と
答
え
る
の
が
常
で
あ
る
。

二
二　
（
六
七
五
）



近
江
商
人
松
居
久
左
衛
門
家
の
蓄
積
と
理
念
（
末
永
國
紀
）

　

そ
の
商
い
の
方
法
は
、
布
・
木
綿
・
呉
服
・
原
苧
な
ど
を
、
京
・
大
坂
・
上
州
・
信
州
・
名
古
屋
な
ど
で
売
買
し
て
い
る
。
家
計
は
、

大
金
を
有
し
て
潤
沢
で
あ
り
、
大
名
貸
し
さ
え
お
こ
な
う
ほ
ど
で
あ
る
。

　

日
頃
の
行
状
は
質
素
倹
約
に
徹
し
、
住
居
は
古
い
居
宅
の
ま
ま
を
使
用
し
、
去
年
の
地
震
で
土
蔵
が
損
壊
し
た
際
も
、
た
だ
堅
牢
に
建

て
替
え
た
の
み
で
あ
っ
た
。
飲
食
の
奢
り
も
な
い
。
普
段
の
衣
服
は
、
京
・
大
坂
で
も
紺
縞
の
木
綿
で
通
し
、
貴
人
や
吉
凶
の
席
で
は
新

し
い
木
綿
類
を
着
用
す
る
の
み
で
あ
り
、
羽
織
も
止
む
を
得
な
い
場
合
し
か
使
用
し
な
い
。
道
具
類
に
凝
る
こ
と
も
な
く
、
並
製
の
品
を

数
多
く
備
え
て
お
い
て
、
借
用
の
申
込
が
あ
れ
ば
快
く
貸
し
出
し
て
い
る
。

　

暮
ら
し
向
き
の
苦
し
い
難
渋
人
や
小
前
の
者
に
対
し
て
も
、
相
応
に
救
恤
し
て
い
る
。
ま
た
、
商
い
の
上
で
、
貸
付
金
が
損
金
と
な
っ

て
も
、
自
分
の
目
利
き
違
い
に
よ
る
不
調
法
の
せ
い
に
し
て
済
ま
し
て
い
る
。
た
だ
、
常
々
口
に
す
る
こ
と
は
、
国
恩
、
仏
恩
に
謝
し
、

亡
父
へ
の
孝
養
を
大
切
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

右
の
位
田
村
の
他
、
い
ず
れ
の
近
隣
の
村
々
か
ら
も
同
様
の
答
申
を
得
て
、
彦
根
藩
は
、
文
政
六
年
に
そ
の
行
状
が
篤
実
奇
特
と
し
て
、

遊
見
に
米
五
俵
を
賞
賜
し
た
。
時
に
遊
見
、
五
四
歳
で
あ
っ
た
。

　

彦
根
藩
か
ら
顕
賞
さ
れ
る
前
年
の
文
政
五
年
、
遊
見
は
四
人
の
息
子
達
に
宛
て
た
遺
産
の
分
配
方
法
を
規
定
し
た
以
下
の
よ
う
な
「
掟

書
」
を
書
い
た
（
16
）。

　
　
　
　
　
　
　

掟
書

　
　
　

一
御
公
儀
様
よ
り
被
仰
付
候
御
法
度
の
趣
、
堅
ク
相
守
可
申
事

　
　
　

一
御
殿
様
よ
り
被
仰
付
候
趣
、
心
得
違
ひ
な
く
急
度
相
守
可
申
事
、
第
一
奢
ケ

　
　
　
　

間
鋪
事
、
急
度
相
慎
可
申
事

二
三　
（
六
七
四
）



第
六
十
一
巻  

第
三
号

　
　
　
　
　
　
　

及
死
後
身
上
割

　
　
　

一
金
壱
千
両
也　
　
　
　
　
　
　

九
蔵
へ

　
　
　

一
田
地　

弐
反　
　
　
　
　
　
　
　

遣
し
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
手
金

　
　
　
　

 

右
は
廿
壱
才
の
春

十
ヶ
年
の
間
、年
四
朱
利
足
を
加
、三
十
壱
才
ニ
相
成
候
節
、相
渡
し
可
申
事
、又
廿
壱
才

十
ヶ
年
の
間
、

年
々
勘
定
致
し
、
延
金
の
内
、
壱
割
九
蔵
へ
遣
し
可
申
事
、
尤
も
、
此
金
子
ニ
は
利
足
加
江
申
間
鋪
事
、
斯
執
斗
致
置
候
事
、

本
家
壱
人
ニ
而
ハ
行
届
き
兼
候
ニ
付
、
十
ヶ
年
の
間
一
所
ニ
可
致
事

　
　
　

一
ふ
し
ん
の
儀
は
、
本
家

致
し
呉
候
事
、
是
以
本
家
ニ
順
し
ふ
し
ん
可
致
事

　
　
　

一
金
八
百
両
也　
　
　
　
　
　
　

太
七
へ

　
　
　

一
田
地　

弐
反　
　
　
　
　
　
　
　

遣
し
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
手
金

　
　
　
　

右
は
廿
壱
才

十
ヶ
年
の
間
、
年
四
朱
利
足
加
江
三
十
一マ
マ

才
の
春
相
渡
し
可
申
事

　
　
　

一
金
弐
千
両
也　
　
　
　
　
　

十
ヶ
年
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
足
斗
遣
し
候
事

　
　
　
　

右
、
太
七
事
は
外
商
売
為
致
候
事
、
廿
壱
才

三
十
才
迄
十
ヶ
年
の
間
、
月
五
朱

　
　
　
　

 

利
足
年
々
請
取
、
本
家
へ
預
り
置
、
三
十
才
ニ
相
成
候
而
商
売
見
通
し
相
付
き
候
ハ
ヽ
、
十
ヶ
年
の
間
、
利
足
斗
一
集
ニ
し
て

元
手
金
相
渡
し
可
申
事
、
尤
も
利
足
金
預
り
は
年
四
朱
の
利
足
加
へ
帳
合
致
し
置
可
申
事

　
　
　

一
仙
蔵
事
は
、
先
々
割
合
を
以
執
斗
可
致
事

二
四　
（
六
七
三
）



近
江
商
人
松
居
久
左
衛
門
家
の
蓄
積
と
理
念
（
末
永
國
紀
）

　
　
　

一 

親
行
願
様
よ
り
被
仰
置
候
ニ
付
、
村
方
難
渋
人
手
当
金
子
多
少
有
之
候
、
右
金
子
の
儀
は
別
家
致
し
候
時
節
ニ
弐
百
両
宛
遣
申

度
存
念
ニ
候
、
尤
も
右
金
子
本
家

是
迄
執
斗
致
来
候
通
、
相
心
得
可
申
事

　
　
　

一 
右
三
人
の
者
共
、
万
一
不
法
相
働
心
得
違
致
候
ハ
ヽ
元
手
金
は
壱
両
も
相
渡
し
申
間
鋪
候
、
其
時
節
ニ
及
候
ハ
ヽ
致
し
方
な
く

御
百
姓
為
致
可
申
事

　
　
　
　

右
の
通
死
後
ニ
及
候
上
は
、
執
斗
可
致
事
、
兄
弟
睦
間
鋪
大
切
ニ
可
致
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
左
衛
門
印

　
　
　
　
　
　

文
政
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　

午
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兄　

久
次
郎
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
蔵　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
七　

殿

　
　
　

 

前
書
の
通
相
認
置
候
得
共
、
本
家
無
人
ニ
而
不
手
廻
り
の
時
節
御
座
候
ハ
ヽ
、
相
談
の
上
執
斗
可
致
候
事
、
斯
相
認
置
候
得
共
、

末
々
無
難
ニ
相
続
被
致
候
而
も
、
夫
々
江
手
当
も
難
相
成
存
候
間
、
何
卒
く
心
を
合
せ
あ
い
認
置
候
通
、
割
合
致
候
儀
頼
入
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
左
衛
門
印

二
五　
（
六
七
二
）



第
六
十
一
巻  

第
三
号

　
　
　
　
　
　

文
政
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　

午
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
次
郎
殿

　　
　
　

畑
の
事
は
別
家
為
致
候
時
節
ニ
、
執
斗
可
致
候
事

　
　

右
の
掟
書
は
、
長
男
久
次
郎
・
次
男
九
蔵
・
三
男
太
七
へ
宛
て
た
一
種
の
遺
言
で
あ
る
。
公
儀
法
度
と
奢
り
の
振
舞
い
を
禁
じ
た
二
箇
条

を
記
し
た
後
、
自
分
の
死
後
の
財
産
分
割
と
し
て
、
長
男
の
久
次
郎
を
除
い
た
三
人
の
息
子
へ
の
遺
産
相
続
を
次
の
よ
う
に
取
り
決
め
て
い
る
。

　

九
蔵
へ
は
、
元
手
金
と
し
て
金
一
〇
〇
〇
両
と
田
地
二
反
を
与
え
る
が
、
二
一
歳
の
春
か
ら
一
〇
年
間
は
年
四
朱
の
利
足
を
加
算
し
、

三
一
歳
に
な
れ
ば
渡
す
こ
と
、
そ
の
他
に
こ
の
一
〇
年
間
の
本
家
の
延
金
の
う
ち
、
一
割
を
九
蔵
へ
渡
す
こ
と
、
こ
の
一
〇
年
間
の
経
営

は
本
家
の
み
で
は
手
に
負
え
な
い
の
で
九
蔵
も
手
伝
う
か
ら
で
あ
る
。
九
蔵
の
家
屋
に
つ
い
て
は
、
本
家
に
準
じ
た
も
の
を
本
家
が
造
る

こ
と
。

　

太
七
へ
は
、
金
八
〇
〇
両
と
田
地
二
反
を
元
手
金
と
し
て
与
え
、
二
一
歳
か
ら
一
〇
年
間
は
年
四
朱
の
利
足
を
加
算
し
、
三
一
歳
の
春

に
な
れ
ば
渡
す
こ
と
は
九
蔵
と
同
様
で
あ
る
が
、
太
七
は
別
商
売
を
さ
せ
る
の
で
、
別
途
に
金
二
〇
〇
〇
両
を
本
家
に
預
け
て
年
五
朱
の

利
足
を
積
立
て
て
、
一
〇
年
後
に
利
足
の
み
を
、
前
述
の
四
朱
の
利
足
と
と
も
に
元
手
金
と
し
て
与
え
る
。

　

四
男
の
仙
蔵
に
つ
い
て
は
、
幼
少
の
た
め
か
、
九
蔵
と
太
七
の
例
に
準
じ
て
取
り
計
ら
う
よ
う
に
求
め
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

　

ま
た
、
遊
見
の
父
親
の
行
願
の
遺
志
に
よ
っ
て
、
本
家
で
こ
れ
ま
で
積
立
て
て
き
た
村
内
の
生
活
難
渋
人
手
当
金
は
、
分
家
の
際
に
各

二
〇
〇
両
宛
与
え
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
家
で
も
同
様
の
取
り
扱
い
を
す
る
よ
う
に
と
申
し
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
九
蔵
・
太
七
・

二
六　
（
六
七
一
）



近
江
商
人
松
居
久
左
衛
門
家
の
蓄
積
と
理
念
（
末
永
國
紀
）

仙
蔵
に
、
道
に
外
れ
た
行
い
が
あ
れ
ば
、
一
両
も
渡
し
て
は
な
ら
ず
、
兄
弟
仲
も
睦
ま
じ
く
暮
す
こ
と
。
末
文
に
別
項
を
立
て
て
、
特
に

長
男
の
久
次
郎
宛
て
に
、
将
来
に
お
い
て
、
本
家
の
み
で
は
行
届
か
な
い
場
合
は
兄
弟
の
力
を
合
わ
せ
て
、
規
定
ど
お
り
に
遺
産
分
与
を

す
る
よ
う
に
頼
ん
で
い
る
。

　

こ
の
「
掟
書
」
を
書
い
た
遊
見
は
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
の
永
年
「
書
出
帳
」
の
末
尾
に
「
酉
年

倅
久
次
郎
ヘ
勘
定
相
渡
ス
」

と
記
し
て
、経
営
の
第
一
線
を
長
男
の
久
次
郎
に
譲
渡
し
て
い
る
。
当
主
と
し
て
の
家
督
を
久
次
郎
行
遊
に
譲
っ
て
隠
居
と
な
っ
た
の
は
、

天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
の
六
六
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
家
督
を
譲
渡
す
る
に
際
し
て
、
遊
見
は
先
述
の
三
人
の
息
子
達
宛
に
「
子
孫
江
書

置
之
事
」
と
い
う
一
文
を
認
め
て
い
る
（
17
）。

　
　
　
　
　
　
　
　

子
孫
江
書
置
之
事

　
　

一 

当
家
二
代
目
行
願
様
は
、
御
養マ
マ

年
の
頃
よ
り
御
身
軽
ニ
し
て
、
時
世
ニ
流
行
致
候
所
の
風
気
不
用
、
至
而
古
風
御
好
、
正
直
を
第

一
と
被
為
遊
、
家
業
ニ
お
ゐ
て
は
聊
も
無
御
油
断
、
朝
は
未
明
よ
り
夜
前
迄
商
売
而
已
御
身
を
苦
し
め
心
を
尽
、
其
烈
事
申
斗
も

無
之
、
平
生
御
身
ニ
は
地
太
成
木
綿
裾
短
成
麁
服
を
着
シ
、
其
上
麁
喰
被
為
遊
、
誠
ニ
御
身
の
上
ニ
お
ゐ
て
は
一
銭
文
も
無
益
の

無
費
、
倹
約
厳
敷
事
一
と
し
て
洩
れ
候
事
な
く
、
ご
老
体
ニ
被
為
成
候
而
も
傘
抔
は
曽
而
御
用
ひ
な
く
、
雨
降
ニ
は
俗
ニ
は
つ
ち

笠
と
申
竹
皮
の
大
一
文
字
笠
ニ
、
こ
か
し
鼻
尾マ

マ

の
下
駄
也
、
誠
ニ
御
後
姿
拝
見
候
而
は
痛
々
敷
、
後
代
の
為
御
手
鏡
、
ケ
程
迄
ニ

御
身
を
詰
給
ふ
御
深
切
の
思
召
、
勿
体
な
く
身
ニ
余
り
恐
入
落
涙
仕
候
、

　
　
　

 

然
ル
所
、
文
化
四
丁
卯
正
月
廿
八
日
五
つ
半
時
御
年
七
十
一
歳
ニ
し
て
御
殿
様
迄
も
達
御
聴
、
行
跡
厳
重
成
御
誉
言
被
下
置
、
其

上
為
御
褒
美
元
米
五
表マ

マ

頂
戴
被
仰
付
、
難
有
御
請
被
成
候
、
是
偏
御
実
意
の
顕
と
可
仰
承
候
、

　
　
　

 

然
所
文
化
六
己
巳
正
月
廿
八
日

不
斗
御
病
気
差
発
、
色
々
と
御
養
生
も
被
為
有
候
得
共
、
何
と
な
く
次
第
ニ
御
疲
相
増
笑
止

二
七　
（
六
七
〇
）



第
六
十
一
巻  

第
三
号

千
万
ニ
候
、
有
時
御
側
ニ
居
合
候
者
皆
々
御
払
被
遊
候
而
、
下
拙
壱
人
へ
密
ニ
被
仰
候
ニ
は
、
此
度
の
病
気
迚
も
本
復
有
之
間
敷
、

就
夫
其
方
江
申
置
度
儀
は
、
先
当
家
も
先
祖

の
御
蔭
を
以
、
商
売
方
元
手
金
も
ケ
成
ニ
出
来
、
本
望
の
至
ニ
候
、
此
上
は
村

方
難
渋
者
為
救
年
々
金
子
百
両
宛
除
ケ
金
致
置
、
年
々
其
人
ニ
応
し
合
力
可
被
致
候
、
拙
者
若
年

念
願
ニ
候
間
頼
入
と
御
念

頃
ニ
繰
返
し
く
被
仰
置
候
、
其
後
追
々
御
病
気
差
重
り
御
養
生
無
御
甲
斐
、
終
ニ
四
月
廿
六
日
七
つ
時
御
年
七
十
三
才
ニ
而
御

往
生
被
為
遊
御
残
多
是
非
も
無
之
次
第
ニ
候
、

　
　
　

 

時
ニ
拙
者
廿
五
才
の
春
、
当
家
相
続
の
儀
、
行
願
様
よ
り
被
為
仰
渡
難
有
譲
受
申
候
、
夫

大
切
ニ
相
勤
メ
参
り
候
所
、
文
政

六
年
未
十
二
月
廿
一
日
御
殿
様
よ
り
亡
父
跡
厳
重
ニ
相
守
由
、
神
妙
の
至
と
被
為
思
召
、
御
褒
美
御
米
五
表
御
頂
戴
被
為
仰
付
、

誠
ニ
冥
加
至
極
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
浅
智
無
才
拙
者
如
此
の
儀
は
有
間
敷
所
、
是
全
ク
故
行
願
様
御
身
の
御
行
跡
正
敷
、
堪
忍

強
為
御
渡
給
ふ
故
、
自
奉
見
習
ひ
申
候
、
行
願
様
厚
御
思
召
被
為
御
行
届
候
事
と
、
尚
々
難
有
奉
存
候

　
　
　

 

扨
拙
者
も
当
春
頃

何
と
な
く
根
気
お
と
ろ
ひ
、
眼
気
薄
ク
相
成
、
手
足
追
々
弱
り
心
さ
び
し
く
、
時
節
な
れ
は
不
及
是
非
、

し
か
し
能
勘
弁
致
候
得
ハ
、
年
積
り
六
十
六
才
ニ
、
左
も
可
有
筈
歟
と
覚
候
、
最
早
商
売
向
は
迚
も
相
勤
り
不
申
、
当
年
中
倅
久

次
郎
江
相
続
方
引
渡
隠
居
致
度
候
間
、
得
と
勘
弁
可
致
候
、

　
　
　

 

就
夫
兄
弟
三
人
共
能
考
見
可
申
、
一
昨
年
秋
諸
国
大
凶
作
、
殊
ニ
出
羽
奥
州
大
凶
年
ニ
付
巳
冬

午
夏
頃
迄
諸
国
一
統
米
穀
大

直
上
り
、
国
々
飢
死
致
候
者
夥
敷
有
之
候
所
、
我
々
は
行
願
様
御
蔭
ニ
而
一
日
喰
事
心
配
な
く
、
寒
気
を
凌
兼
候
難
渋
も
な
く
過

行
候
、
是
全
ク
先
祖
の
汗
油
を
喰
す
る
故
と
存
候
、
貧
苦
ニ
迫
り
迷
惑
の
味
も
不
知
金
銭
の
尊
妙マ

マ

利
も
不
分
別
詐
は
り
暮
し
、
う

か
く
と
奢
ニ
停マ

マ止
、
終
ニ
家
を
亡
、
先
祖
の
大
恩
を
仇
ニ
報
可
申
歟
と
、
是
而
已
心
痛
致
候
、
能
々
相
考
重
恩
の
行
願
様
仇
敵

ニ
な
ら
ぬ
様
相
心
得
可
申
候
、
此
上
は
兄
弟
睦
間
敷
手
を
引
合
て
相
続
致
候
様
頼
入
候
、
為
後
日
書
残
し
置
候
、
反
古
ニ
な
ら
ぬ

様
、
時
々
拝
見
可
致
事
、
如
件

二
八　
（
六
六
九
）



近
江
商
人
松
居
久
左
衛
門
家
の
蓄
積
と
理
念
（
末
永
國
紀
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
十
六
才

　
　
　
　
　
　

天
保
六
乙
未
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親　

久
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　

久
次
郎
殿

　
　
　
　
　
　
　
　

正
太
郎
殿

　
　
　
　
　
　
　
　

太
七　

殿　
　

　

表
題
の
と
お
り
、
書
置
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
か
ら
見
て
、
前
段
と
後
段
に
分
か
れ
る
。
前
段
は
、
遊
見
の
父
で
あ
る

行
願
の
行
状
と
そ
の
遺
言
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
ず
、
二
代
目
行
願
の
日
常
が
、
い
か
に
質
素
倹
約
と
刻
苦
精
励
に
徹
し
た
も
の
で
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
細
部
に
わ
た
っ
て
具
体
的
に
述
べ
、
そ
の
風
聞
は
彦
根
藩
庁
に
達
し
、
米
五
俵
の
褒
美
を
得
た
こ
と
を
伝
え
て
い

る
。
次
い
で
、
遊
見
は
、
七
六
歳
の
行
願
か
ら
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
の
臨
終
の
席
で
、
村
方
の
難
渋
人
の
た
め
に
、
年
一
〇
〇
両
の

積
立
を
し
、
そ
の
人
に
応
じ
て
合
力
す
る
こ
と
を
頼
ま
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
遊
見
が
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
彦
根
藩
か
ら
、
行
願

と
同
じ
よ
う
に
米
五
俵
の
顕
賞
を
う
け
た
の
も
、
行
願
の
行
跡
を
見
習
っ
た
御
蔭
で
あ
る
と
、
父
親
の
功
績
と
し
て
語
っ
て
い
る
。

　

後
段
は
、
六
六
歳
と
な
っ
た
最
近
の
体
力
気
力
の
衰
え
を
訴
え
、
商
い
向
き
の
こ
と
は
と
て
も
勤
ま
ら
な
い
の
で
、
長
男
久
次
郎
に
跡

目
を
譲
り
、隠
居
す
る
覚
悟
を
披
瀝
し
て
い
る
。
こ
の
際
に
、兄
弟
三
人
に
よ
く
勘
考
し
て
も
ら
い
た
い
こ
と
は
、天
保
四
年
（
一
八
三
三
）

か
ら
五
年
の
飢
饉
の
時
で
も
、
飢
え
る
こ
と
な
く
凍
え
る
こ
と
な
く
生
活
で
き
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
先
祖
の
苦
労
の
賜
物
に
よ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
恩
を
忘
れ
、
浮
か
れ
奢
っ
て
暮
せ
ば
、
や
が
て
は
家
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
の
み
心

痛
し
て
い
る
。
こ
の
上
は
、
く
れ
ぐ
れ
も
兄
弟
睦
ま
じ
く
、
互
に
協
力
し
て
の
家
業
永
続
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

二
九　
（
六
六
八
）
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こ
の
後
、
久
次
郎
が
五
〇
歳
で
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
に
死
去
し
た
の
で
、
八
〇
歳
の
遊
見
は
店
主
の
座
に
復
帰
し
、
安
政
二
年

（
一
八
五
五
）
に
没
す
る
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
。

　

遊
見
は
、
右
記
の
遺
言
類
以
外
に
、
特
に
経
営
理
念
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
家
訓
を
遺
し
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
、
遺
さ
れ
た
い
く

つ
か
の
明
治
期
の
遊
見
に
関
す
る
見
聞
、
伝
聞
を
集
め
た
資
料
類
の
逸
話
の
な
か
か
ら
、
そ
の
人
と
な
り
を
探
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
三
月
に
発
行
さ
れ
た
浜
口
恵
璋
の
『
新
妙
好
人
伝　

初
編
』
に
、「
近
江　

松
居
遊
見
」
と
い
う
小
文
が
載

っ
て
い
る
（
18
）。
こ
れ
に
は
、
遊
見
の
人
柄
を
伝
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
熱
心
な
念
仏
信
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
奉
公
人

へ
の
労
わ
り
と
彼
ら
の
遊
見
へ
の
帰
服
、
貧
民
へ
の
救
恤
行
為
、
領
主
や
寺
社
へ
の
報
恩
の
行
な
ど
の
善
行
で
あ
る
。

　

な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
遊
見
が
商
機
に
鋭
敏
で
あ
り
な
が
ら
、
自
己
の
み
富
む
こ
と
を
目
指
さ
ず
、
自
利
利
他
の
教
説
の
よ
う

に
商
利
を
村
民
と
共
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
生
糸
の
利
益
の
見
込
み
の
あ
る
と
き
は
、
親
族
や
隣
家
の
家
々
を
回

っ
て
遊
金
を
集
め
、
そ
れ
で
得
た
利
益
を
出
資
金
額
に
応
じ
て
配
当
し
、
眠
っ
た
資
金
を
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
利
を
掘
り
起
こ
し
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
乗
合
い
商
い
の
一
種
で
あ
る
が
、
同
時
に
後
進
の
育
成
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
っ
た
。

　

商
人
を
目
指
す
後
進
の
道
を
拓
く
と
い
う
点
で
は
、
他
に
も
事
例
が
あ
る
。
丁

ち
ょ
う
吟ぎ
ん
と
呼
ば
れ
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
豪
商
と
な
っ

た
丁
子
屋
小
林
吟
右
衛
門
家
の
興
隆
に
は
、
遊
見
の
援
助
が
一
つ
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
筆
記
年
未
詳
の
『
松
居
家
聞
書
集
』
は
、
遊

見
と
丁
吟
と
の
関
わ
り
合
い
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
伝
聞
を
記
し
て
い
る
（
19
）。

　
　

 

小
林
ト
云
フ
人
ハ
、七
転
八
起
シ
タ
人
デ
…
（
中
略
）
カ
ウ
云
フ
様
ニ
物
事
ガ
外
レ
テ
、四
十
ニ
ナ
ッ
テ
モ
更
ニ
金
ガ
儲
カ
ラ
ナ
カ
ッ
タ
、

何
デ
モ
在
ル
時
ニ
自
宅
ノ
座
敷
デ
寝
転
ン
デ
嘆
息
シ
テ
、
モ
ウ
自
分
ノ
運
ハ
ナ
イ
ノ
ダ
、
ヤ
ハ
リ
元
ノ
百
姓
デ
世
ヲ
送
ラ
ウ
ト
考
ヘ
テ

居
ツ
タ
所
ガ
、
四
十
雀
ト
云
フ
鳥
ガ
其
室
ヘ
入
ツ
テ
非
常
ニ
舞
フ
タ
、
フ
ト
心
ツ
イ
テ
ワ
シ
ノ
運
性マ

マ

ハ
四
十
カ
ラ
デ
ア
ル
カ
知
レ
ヌ
ト
、

三
〇　
（
六
六
七
）



近
江
商
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居
久
左
衛
門
家
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積
と
理
念
（
末
永
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紀
）

俄
カ
ニ
旅
装
ヲ
調
ヘ
テ
大
阪
ヘ
ト
心
指
タ
、
一
説
デ
ハ
遊
見
ガ
小
林
氏
ノ
野
ニ
ア
ル
所
ヘ
行
キ
、
今
一
度
奮
起
セ
ヨ
と
云
フ
タ
ト
云
フ

シ
、一
説
デ
ハ
此
大
阪
ヘ
ノ
途
中
、伏
見
カ
ラ
三
十
石
船
で
同
船
シ
テ
図
ラ
ズ
遊
見
ト
語
リ
合
フ
テ
、今
日
マ
デ
ノ
成
行
ヲ
語
ラ
レ
タ
ラ
、

大
阪
ヘ
行
カ
レ
ル
カ
、
結
構
ナ
事
ダ
ガ
、
何
カ
見
込
ア
ッ
テ
御
越
デ
ス
カ
ト
ノ
問
ニ
、
見
込
ノ
立
ツ
モ
ノ
ナ
ク
デ
モ
ナ
イ
ガ
、
資
本
ガ

ナ
イ
ノ
デ
思
フ
ニ
マ
カ
セ
マ
セ
ン
、
資
本
ナ
レ
バ
用
立
テ
マ
ス
ト
ノ
話
カ
ラ
非
常
ニ
成
功
セ
ラ
レ
タ
ト
云
フ
話
ガ
ア
ル

　
　

 

小
林
ノ
先
祖
ハ
縁
日
商
人
（
干
店
屋
）
デ
ア
ッ
タ
ガ
、
何
デ
モ
相
当
ノ
人
ニ
ナ
リ
タ
イ
ト
常
ニ
心
掛
ケ
テ
居
ツ
タ
、
或
ル
年
ノ
事
、

元
日
ニ
御
雑
煮
ヲ
祝
イ
居
ル
処
ヘ
鶯
ガ
一
羽
入
ツ
テ
来
テ
、
ホ
ー
ケ
キ
ョ
ー
ヲ
二
声
呼
ン
ダ
、
之
レ
ヲ
感
ジ
瑞
兆
ダ
ト
テ
何
デ
モ
一

ツ
奮
起
シ
タ
イ
ガ
、
資
本
金
ガ
ナ
イ
ノ
デ
、
何
デ
モ
此
近
傍
デ
慈
悲
心
ノ
ア
ル
方
ハ
星
久
さ
ん
デ
ア
ル
、
何
デ
モ
之
レ
カ
ラ
星
久

さ
ん
ニ
行
キ
依
頼
セ
ン
ト
テ
、
食
イ
カ
ケ
タ
雑
煮
ノ
箸
ヲ
ハ
ナ
シ
、
星
久
（
位
田
村
）
ヘ
ト
飛
出
シ
タ
、
元
朝
早
々
遊
見
氏
ニ
面
会
、

瑞
兆
ノ
事
ヲ
話
シ
テ
、
ド
ウ
カ
自
分
モ
奮
起
シ
タ
イ
カ
ラ
助
ケ
テ
貰
タ
イ
ト
話
サ
レ
タ
ラ
、
ヨ
ロ
シ
ー
、
ソ
レ
ハ
結
構
ナ
事
ダ
ト
テ
、

「
三
百
両
」
進
呈
ス
ル
ト
イ
ハ
レ
タ
、
イ
ヤ
イ
ヤ
頂
戴
シ
タ
イ
ト
ワ
申
サ
ナ
イ
、
御
拝
借
ヲ
願
マ
ス
ト
テ
、
三
百
両
ヲ
資
本
ニ
関
東

ヘ
ト
志
シ
タ
ノ
ガ
、
小
林
家
ノ
起
リ
シ
起
源
ダ
ト
云
フ
事
デ
ア
ル

　

寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
を
創
業
年
と
し
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
江
戸
店
を
開
設
し
た
丁
吟
の
創
業
期
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

同
家
の
史
料
に
も
と
づ
い
て
か
な
り
実
証
が
進
ん
で
い
る
（
20
）。
そ
の
な
か
で
も
、
松
居
家
は
丁
吟
の
初
期
の
営
業
活
動
に
必
要
な
資
金
提

供
者
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
21
）。
右
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
伝
聞
は
、
丁
吟
が
商
い
に
よ
る
立
身
の
夢
を

粘
り
強
く
抱
い
た
農
民
で
あ
っ
た
こ
と
、
商
い
の
資
金
提
供
者
が
遊
見
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
、
一
致
し
て
い
る
。
丁
吟
が
遊
見
か

ら
営
業
資
金
を
借
り
入
れ
て
い
た
こ
と
は
、
松
居
家
に
残
っ
て
い
る
次
に
掲
げ
る
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
の
史
料
「
一
札
之
事
」
に

三
一　
（
六
六
六
）
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よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
（
22
）。

　
　
　
　
　

一
札
之
事

　
　

一　

 

此
度
貴
公
様
我
等
両
人
何
角
商
売
事
ニ
付
、
諸
代
呂
物
金
銀
折
々
借マ
マ

シ
被
遊
被
下
候
ニ
付
、
若
不
埒
之
義
御
座
候
ハ
ヽ
東
海
道

筋
帳
面
差
出
し
、
両
人
共
ニ
取
し
ら
べ
急
度
勘
定
可
仕
、
乍
然
此
後
取
引
無
時
は
、
此
証
文
御
返
シ
被
遊
可
被
下
候
、
為
後
日

一
札
仍
而
如
件

　
　
　
　
　
　

文
化
十
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　

戌
十
二
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

愛
知
郡
小
田
苅
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吟
次
郎　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
郡
長
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
三
郎　

印

　
　
　
　
　
　

神
崎
郡
位
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　

久
左
衛
門
殿

　

右
の
史
料
は
、
吟
次
郎
と
吉
三
郎
の
連
名
で
、
久
左
衛
門
（
遊
見
）
宛
に
差
し
出
さ
れ
た
証
文
で
あ
る
。
そ
の
文
意
は
、
商
品
の
仕
入

れ
金
を
遊
見
（
久
左
衛
門
）
か
ら
借
用
し
、
東
海
道
筋
へ
行
商
し
て
い
た
吟
次
郎
（
吟
右
衛
門
）
と
吉
三
郎
に
対
し
て
、
遊
見
が
不
審
に
思

う
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
帳
面
を
差
し
出
し
、
点
検
を
受
け
る
が
、
そ
の
よ
う
な
融
資
を
受
け
な
く
な
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
証
文
を
返
却

三
二　
（
六
六
五
）
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し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
東
海
道
筋
へ
の
他
国
商
い
に
従
事
し
て
い
た
吟
次
郎
が
、
遊
見
か
ら
商
売
上
の
物
品
や
資
金
を

借
り
入
れ
て
い
た
明
ら
か
な
証
左
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
資
金
融
通
に
よ
っ
て
、遊
見
が
近
隣
の
後
輩
の
苦
境
を
助
け
た
逸
話
は
他
に
も
あ
る
。明
治
四
〇
年（
一
九
〇
七
）一
二
月
に
、

神
崎
郡
北
五
個
荘
小
学
校
訓
導
の
村
住
千
太
郎
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
私
家
版
『
松
居　

高
田
両
氏
の
伝
記
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
逸
話

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
（
23
）。

　
　

 

当
時
同
村
ニ
某
ナ
ル
人
ア
リ
、
加
賀
ニ
行
商
ヲ
ナ
シ
居
リ
シ
ガ
、
或
年
加
賀
ノ
国
ニ
凶
作
打
続
き
、
為
ニ
破
産
ス
ル
モ
ノ
数
知
レ
ズ
、

時
ノ
藩
侯
国
内
ニ
令
シ
テ
貸
借
共
取
消
ノ
令
ヲ
発
ス
、
即
借
金
ハ
返
サ
ズ
モ
ヨ
シ
ト
云
フ
藩
令
ナ
リ
、
往
昔
ハ
今
日
想
像
ダ
モ
難
キ

無
謀
ノ
法
令
ヲ
発
ス
ル
事
ア
リ
、
某
其
法
令
ノ
為
メ
ニ
加
賀
ニ
ア
ル
掛
金
全
部
損
失
ト
ナ
リ
、
如
何
共
詮
様
ナ
ク
、
不
得
巳
帰
国
シ

テ
男
泣
キ
ニ
泣
キ
ツ
ツ
ア
リ
シ
ガ
、
遊
見
翁
ハ
、
某
ノ
宅
ニ
至
リ
シ
ニ
、
某
泣
キ
テ
（
私
ハ
死
ン
デ
仕
舞
ヲ
ー
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
）
と
曰

ヒ
タ
ル
ニ
、
翁
ハ
（
君
ハ
死
ヌ
ノ
ガ
ヨ
カ
ロ
ー
ト
）
云
ヒ
、
其
侭
家
ニ
帰
リ
タ
リ
、
然
ル
ニ
某
考
フ
ル
ニ
、
翁
ノ
如
キ
慈
善
ノ
心
厚
キ

人
ガ
（
死
ヌ
ガ
ヨ
カ
ロ
ー
）
と
云
ハ
レ
シ
意
ヲ
解
ス
ル
ニ
苦
ミ
、
漸
ク
考
ヘ
出
シ
タ
ル
ハ
、
今
加
賀
ノ
国
ハ
藩
令
ノ
為
メ
他
国
ヨ
リ
入

ル
商
人
何
レ
モ
帰
国
シ
、
一
人
ト
シ
テ
加
賀
ヘ
行
商
ス
ル
モ
ノ
ナ
シ
、
此
際
行
商
シ
現
金
ニ
テ
売
ラ
バ
利
益
多
カ
ル
ヘ
シ
ト
テ
意
ヲ

翻
シ
、
之
ヲ
翁
ニ
謀
リ
シ
ニ
、
翁
ハ
先
キ
ノ
過
言
ヲ
謝
シ
資
本
ヲ
貸
与
セ
シ
カ
バ
、
某
ハ
直
ニ
商
品
ヲ
仕
入
、
加
賀
ニ
行
キ
現
金
ニ

テ
売
捌
キ
シ
ニ
、
多
大
ノ
利
益
ヲ
得
、
先
キ
ノ
損
失
ヲ
取
返
シ
タ
リ
ト
云
フ

　

右
の
挿
話
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
遊
見
と
同
村
に
居
住
す
る
某
は
、
加
賀
へ
の
持
下
り
商
い
に
従
事
し
て
い
た
が
、
徳

政
令
の
布
告
に
よ
っ
て
掛
売
り
代
金
の
す
べ
て
を
失
っ
て
帰
国
し
、
悲
嘆
に
く
れ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
遊
見
が
現
れ
た
。
某
は
遊
見
に
、
死

三
三　
（
六
六
四
）
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ん
で
し
ま
お
う
か
と
訴
え
た
。
遊
見
は
、
そ
れ
な
ら
死
ん
で
し
ま
え
ば
よ
い
と
言
い
捨
て
て
帰
っ
た
。
某
は
、
遊
見
ほ
ど
の
慈
善
家
か
ら

冷
た
く
あ
し
ら
わ
れ
、
そ
の
謎
解
き
に
苦
し
ん
だ
。
某
は
思
案
の
末
、
漸
く
加
賀
で
現
金
販
売
す
る
こ
と
を
思
い
つ
き
、
遊
見
に
企
図
を

賞
賛
さ
れ
、
商
品
仕
入
金
も
貸
与
さ
れ
て
再
度
加
賀
へ
出
向
き
、
現
金
販
売
に
よ
っ
て
一
挙
に
劣
勢
を
挽
回
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
話
は
、
い
き
な
り
援
助
を
あ
た
え
る
こ
と
な
く
、
硬
軟
取
り
混
ぜ
た
接
触
を
保
ち
な
が
ら
後
輩
の
成
長
を
導
い
た
、
遊
見
の
商
い
の
先

達
振
り
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
某
と
は
、
遊
見
と
同
村
の
小
杉
五
郎
右
衛
門
の
こ
と
で
あ
る
（
24
）。

　

な
お
、
加
賀
藩
で
は
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
の
大
凶
作
を
契
機
に
、
実
際
に
徳
政
令
が
発
布
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
挿
話
に
は
、

一
定
の
真
実
性
が
あ
る
（
25
）。

　
　
　
　
　
　

む　

す　

び

　

江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
五
代
に
わ
た
る
松
居
久
左
衛
門
家
の
蓄
積
と
理
念
を
、
三
代
目
遊
見
を
中
心
に
み
て
き
た
。
資
産
蓄
積
の

面
か
ら
み
る
と
、
そ
の
最
盛
期
は
、
遊
見
の
時
代
で
あ
っ
た
。
松
居
久
左
衛
門
家
が
弘
化
〜
安
政
頃
の
作
成
と
目
さ
れ
る
近
江
商
人
の
番

付
表
で
あ
る
「
湖
東
中
郡
日
野
八
幡
在
々
持
余
家
見
立
角
力
」
に
東
横
綱
の
地
位
を
占
め
て
い
る
の
を
み
て
も
、
世
評
と
実
際
の
蓄
積
過

程
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

江
戸
・
岩
代
福
島
・
上
州
高
崎
・
京
都
・
大
坂
に
拠
点
を
築
き
、
東
西
出
店
呼
応
し
て
産
物
を
回
転
す
る
諸
国
産
物
廻
し
と
い
う
、
現

代
商
社
の
先
駆
と
も
い
う
べ
き
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
商
い
を
展
開
し
た
遊
見
は
、
深
く
浄
土
真
宗
に
帰
依
し
た
念
仏
信
者
で
あ
り
、
窮
民

へ
の
救
恤
に
意
を
致
す
慈
善
家
で
あ
っ
た
。

　

父
親
に
続
い
て
二
代
に
わ
た
る
徳
行
を
藩
に
顕
彰
さ
れ
た
遊
見
が
、
そ
の
子
供
達
へ
の
遺
言
の
な
か
で
説
い
て
い
る
こ
と
は
、
先
祖
へ

三
四　
（
六
六
三
）
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の
報
謝
の
念
を
持
し
、
奢
侈
を
禁
じ
、
兄
弟
の
和
合
に
よ
る
家
業
永
続
へ
の
願
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
巨
富
を
積
み
な
が
ら
な
お
勤
倹
力

行
に
励
ん
だ
遊
見
の
警
戒
し
た
こ
と
は
、
子
孫
の
奢
り
で
あ
り
、
自
己
の
肖
像
画
に
も
「
奢
者
必
不
久
」
と
揮
毫
し
て
い
る
。
奢
り
を
極

度
に
警
戒
し
た
遊
見
の
危
惧
は
、「
後
の
子
孫
の
奢
を
防
ん
た
め
」
に
記
し
た
と
い
う
初
代
中
井
源
左
衛
門
の
「
金
持
商
人
一
枚
起
請
文
」

の
祈
り
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
（
26
）。

　

遊
見
の
商
い
の
考
え
方
の
基
本
に
あ
る
こ
と
は
、
己
一
人
の
富
裕
を
望
ん
で
い
た
の
で
は
な
く
、
商
機
を
他
者
と
共
有
し
よ
う
と
す
る

仏
道
へ
の
帰
依
か
ら
く
る
自
利
利
他
の
考
え
方
で
あ
っ
た
。
逸
話
に
み
た
よ
う
に
、
遊
金
を
活
用
し
、
商
略
を
巡
ら
し
て
奮
起
し
よ
う
と

す
る
者
に
対
す
る
遊
見
の
物
心
両
面
の
援
助
は
、
多
く
の
後
進
を
育
て
地
域
社
会
へ
の
貢
献
に
つ
な
が
っ
た（

27
）。
商
い
の
隆
盛
は
、
高
い

理
念
に
共
鳴
し
て
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

註（
１
）
江
頭
恒
治
『
星
久
二
百
二
十
五
年
小
史
』
私
家
版
、
一
九
七
一
年
。

（
２ 

）こ
の
史
料
に
関
し
て
は
、松
居
久
左
衛
門
家
史
料
の
な
か
に「
本
本
家
先
祖
主
人
由
来
写
」（

＃721

）と
し
て
伝
わ
る
も
の
と
、『
近
江
商
人
事
績
写
真
帖
』（
滋
賀
県
経
済
協
会
、

一
九
三
〇
年
）
下
巻
に
「
俊
恵
法
師
謝
恩
の
巻
物
」
と
題
し
て
載
っ
て
い
る
写
真
版
の
史
料
が
あ
る
。
掲
示
し
た
史
料
は
、
松
居
久
左
衛
門
家
の
写
の
方
で
あ
る
。
松
居
久

左
衛
門
家
史
料
は
、
現
在
、
東
近
江
市
五
個
荘
の
近
江
商
人
博
物
館
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。
史
料
番
号
は
、『
松
居
久
左
衛
門
（
星
久
）
家
文
書
目
録
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
江
頭
、
前
掲
書
、
三
頁
。

（
４
）
延
享
三
年
「
書
出
帳
」（

＃262

）。

（
５ 

）
分
与
前
の
有
銀
と
は
、
銀
二
分
の
誤
差
が
あ
る
。

（
６
）『
天
保
郷
帳
（
一
）』
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
、
第
55
巻
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
四
年
。

三
五　
（
六
六
二
）
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（
７
）
江
頭
、
前
掲
書
、
九
九
頁
。

（
８ 
）
星
久
の
そ
の
後
に
つ
い
て
、
江
頭
の
前
掲
書
に
よ
っ
て
触
れ
て
お
こ
う
。
明
治
二
〇
年
頃
か
ら
星
久
五
代
目
は
、
京
都
織
物
会
社
・
大
阪
商
船
会
社
・
大
阪
紡
績
会
社
・

柳
池
織
物
会
社
・
近
江
製
絨
所
・
関
西
鉄
道
な
ど
の
新
会
社
へ
投
資
し
た
。
さ
ら
に
六
代
目
も
近
江
銀
行
監
査
役
、
近
江
産
業
株
式
会
社
の
専
務
取
締
役
と
し
て
参
加
し
、

江
商
合
資
会
社
や
日
本
絹
糸
紡
績
株
式
会
社
の
役
員
に
も
名
を
連
ね
た
が
、
明
治
三
〇
年
の
恐
慌
に
よ
っ
て
打
撃
を
う
け
て
倒
産
し
た
。
星
久
は
、
七
代
目
に
よ
っ
て
大
正

九
年
に
仕
入
れ
悉
皆
業
を
営
む
合
名
会
社
星
久
商
店
と
し
て
再
建
さ
れ
た
。
第
二
次
大
戦
を
経
て
染
呉
服
の
製
造
販
売
に
従
事
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
倒
産
し
た
。

（
９ 

）
遊
見
時
代
の
商
い
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
に
、明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
一
二
月
に
、神
崎
郡
北
五
個
荘
小
学
校
訓
導
の
村
住
千
太
郎
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
私
家
版
『
松

居　

高
田
両
氏
の
伝
記
』
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。「（
前
略
）
家
ハ
農
ヲ
営
ミ
、
副
業
ト
シ
テ
生
糸
、
綿
布
、
絹
布
、
麻
布
、
麻
苧
、
繰
綿
、
水
油
ヲ
業
ト
シ
、
生
糸
、

絹
布
ハ
信
州
、
武
州
、
出
羽
、
奥
羽
ニ
テ
仕
入
レ
、
京
都
、
大
阪
、
丹
後
、
并
ニ
近
江
ニ
売
捌
キ
、
繰
綿
ハ
山
城
、
大
和
、
摂
津
、
河
内
、
和
泉
、
尾
張
、
三
河
、
遠
江
等

ニ
テ
仕
入
レ
、
江
戸
、
上
州
、
信
州
等
ニ
売
捌
キ
、
当
時
店
舗
ヲ
江
戸
及
西
京
ニ
設
け
、
江
戸
店
ハ
呉
服
、
木
綿
、
繰
綿
、
生
糸
、
水
油
の
問
屋
営
業
ヲ
ナ
シ
、
京
都
店
ハ

呉
服
木
綿
ノ
仕
入
、
及
呉
服
染
悉
皆
ヲ
ナ
シ
タ
リ
、
其
他
福
島
大
阪
等
各
所
ニ
出
張
店
ヲ
置
キ
、
前
記
諸
品
ノ
仕
入
或
ハ
売
捌
ヲ
ナ
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
其
営
業
ノ
盛
大

ナ
リ
シ
コ
ト
、
今
ヨ
リ
想
像
ス
ル
ニ
難
カ
ラ
ズ
」。

（
10
）
外
村
正
弘
氏
所
蔵
。

（
11
）「
書
出
帳
」（

＃218

）。

（
12
）「
書
出
帳
」（

＃92

）。

（
13
）
江
頭
、
前
掲
書
、
四
五
頁
。

（
14
）『
諸
問
屋
名
前
帳　

細
目
（
三
）』
国
立
国
会
図
書
館
、
一
九
六
三
年
。

（
15
）「
御
尋
ニ
付
乍
恐
以
書
付
御
答
奉
申
上
候
」（

＃258

）。

（
16
）「
掟
書
」（

＃264

）。

三
六　
（
六
六
一
）
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（
17
）「
子
孫
江
書
置
之
事
」（

＃266
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Abstract

Kunitoshi SUYENAGA, Ohmi Merchant Family’s Asset Accumulation and 

Business Management Principles: The Case of Kyuzaemon Matsui’s Family

　　Kyuzaemon Matsui’s family was a well-known Ohmi merchant family 

in the late Edo period. This paper aims to clarify the Matsui family’s asset 

accumulation process over the 150 years from the Edo period to the Meiji 

period, and to examine the business management principles of Yuken Matsui, a 

third generation family member, who decupled the inherited family wealth and 

brought prosperity to his family. Yuken not only pursued the family’s prosperity 

but also shared business chances with the local people. His attitude, based on 

the teachings of Buddhism, brought wealth to his family and contributed to the 

local society by successfully producing many new merchants.
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